
様式例第１号の１

農地法第３条の規定による許可申請書

年 月 日

農業委員会会長 殿

当事者

＜譲渡人＞ ＜譲受人＞

住所 住所

氏名 氏名

所有権

賃借権 設定(期間○○年間)
下記農地(採草放牧地)について を

使用貸借による権利 移転

その他使用収益権（ ）

したいので、農地法第３条第１項に規定する許可を申請します。(該当する内容に○を付してください。)

記

１ 当事者の氏名等（国籍等は、所有権を移転する場合に譲受人のみ記載してください。）

当事者 氏名 年齢 職業 住所 国籍等 在留資格
又は特別
永住者

譲渡人

譲受人

２ 許可を受けようとする土地の所在等（土地の登記事項証明書を添付してください。)

対価、賃料 所有者の氏名又 所有権以外の使用収益権が設

所在・地番 地目 面積(㎡) 等の額（円） は名称 定されている場合

現所有者の氏名又 権利の種類、 権利者の氏名又

登記簿 現況 10a当たりの額 は名称（登記簿と 内容 は名称
異なる場合）

３ 権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容

／10a



（記載要領）

１ 法人である場合は、住所は主たる事務所の所在地を、氏名は法人の名称及び代表者の氏名
をそれぞれ記載し、定款又は寄付行為の写しを添付（独立行政法人及び地方公共団体を除く。）
してください。

２ 国籍等は、住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第30条の45に規定する国籍等（日本国籍
の場合は、「日本」）を記載するとともに、中長期在留者にあっては在留資格、特別永住者に
あってはその旨を併せて記載してください。法人にあっては、その設立に当たって準拠した
法令を制定した国（内国法人の場合は、「日本」）を記載してください。

３ 競売、民事調停等による単独行為での権利の設定又は移転である場合は、当該競売、民事
調停等を証する書面を添付してください。

４ 記の３は、権利を設定又は移転しようとする時期、土地の引渡しを受けようとする時期、
契約期間等を記載してください。また、水田裏作の目的に供するための権利を設定しようと
する場合は、水田裏作として耕作する期間の始期及び終期並びに当該水田の表作及び裏作の
作付に係る事業の概要を併せて記載してください。



農地法第３条の規定による許可申請書（別添）

Ⅰ 一般申請記載事項

＜農地法第３条第２項第１号関係＞

１－１ 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が所有権等を有する農地及び採草放牧地の利

用の状況

農地面積 田 畑 樹園地 採草放牧地面積
（㎡） （㎡）

自作地

所
有 貸付地
地

地目
所在・地番 面積（㎡） 状況・理由

登記簿 現況

非耕作地

農地面積 田 畑 樹園地 採草放牧地面積
（㎡） （㎡）

借入地

所
有
地 貸付地
以
外
の
土 地目
地 所在・地番 面積（㎡） 状況・理由

登記簿 現況

非耕作地

（記載要領）
１ 「自作地」、「貸付地」及び「借入地」には、現に耕作又は養畜の事業に供されているものの
面積を記載してください。
なお、「所有地以外の土地」欄の「貸付地」は、農地法第３条第２項第５号の括弧書きに該

当する土地です。

２ 「非耕作地」には、現に耕作又は養畜の事業に供されていないものについて、筆ごとに面積
等を記載するとともに、その状況・理由として、「賃借人○○が○年間耕作を放棄している」、
「～であることから条件不利地であり、○年間休耕中であるが、草刈り・耕起等の農地とし
ての管理を行っている」等耕作又は養畜の事業に供することができない事情等を詳細に記載
してください。



１-２ 権利を取得しようとする者又はその世帯員等の機械の所有の状況、農作業に従事する者の

数等の状況

(1) 作付(予定)作物、作物別の作付面積

田 畑 樹園地 採 草
放 牧 地

作付(予定)作物

権利取得後の
面積(㎡)

(2) 大農機具又は家畜

種類数量

所有
確保しているもの

リース

所有
導入予定のもの

リース

資金繰りについて

（記載要領）
１ 「大農機具」とは、トラクター、耕うん機、自走式の田植機、コンバイン等です。「家畜」
とは、農耕用に使役する牛、馬等です。

２ 導入予定のものについては、自己資金、金融機関からの借入れ(融資を受けられることが確
実なものに限る。)等資金繰りについても記載してください。

(3) 農作業に従事する者

① 権利を取得しようとする者が個人である場合には、その者の農作業経験等の状況

農作業暦○○年、農業技術修学暦○○年、その他（ ）

② 世帯員等その 現在： （農作業経験の状況： ）
他常時雇用して
いる労働力(人) 増員予定： （農作業経験の状況： ）

③ 臨時雇用労働 現在： （農作業経験の状況： ）
力(年間延人数)

増員予定： （農作業経験の状況： ）

④ ①～③の者の住所地、拠点となる場所等から権利を設定又は移転しようとする土地までの

平均距離又は時間



＜農地法第３条第２項第２号関係＞（権利を取得しようとする者が農地所有適格法人である場合のみ記載してください。）

２ その法人の構成員等の状況（別紙に記載し、添付してください。)

＜農地法第３条第２項第３号関係＞

３ 信託契約の内容（ 信託の引受けにより権利が取得される場合のみ記載してください。）

＜農地法第３条第２項第４号関係＞（ 権利を取得しようとする者が個人である場合のみ記載してください。）

４ 権利を取得しようとする者又はその世帯員等のその行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業へ
の従事状況
（「世帯員等」とは、住居及び生計を一にする親族並びに当該親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の２親等内の親族を

いいます。）

農作業に従事す 年齢 主たる 権利取得者 農作業への 備 考
る者の氏名 職 業 との関係 年間従事日数

（本人又は
世帯員等）

（記載要領）

備考欄には、農作業への従事日数が年間150日に達する者がいない場合に、その農作業に従事す

る者が、その行う耕作又は養畜の事業に必要な行うべき農作業がある限りこれに従事している場

合は○を記載してください。



＜農地法第３条第２項第５号関係＞

５ 農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者（賃借

人等）が、その土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合には、以下のうち該当するものに

印を付してください。

□ 賃借人等又はその世帯員等の死亡等によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧を

することができないため一時貸し付けようとする場合である。

□ 賃借人等がその土地をその世帯員等に貸し付けようとする場合である。

□ その土地を水田裏作（田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培す

ること。）の目的に供するため貸し付けようとする場合である。

（表作の作付内容＝ 、裏作の作付内容＝ ）

□ 農地所有適格法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場

合である。



＜農地法第３条第２項第６号関係＞

６ 周辺地域との関係

権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利取得後における耕作又は養畜の事業が、権

利を設定し、又は移転しようとする農地又は採草放牧地の周辺の農地又は採草放牧地の農業上の

利用に及ぼすことが見込まれる影響を以下に記載してください。

(例えば、集落営農や経営体への集積等の取組への支障、農薬の使用方法の違いによる耕作又

は養畜の事業への支障等について記載してください。)

Ⅱ 使用貸借又は賃貸借に限る申請での追加記載事項

権利を取得しようとする者が、農地所有適格法人以外の法人である場合、又は、その者又はそ

の世帯員等が農作業に常時従事しない場合には、Ⅰの記載事項に加え、以下も記載してください。

（留意事項）

農地法第３条第３項第１号に規定する条件その他適正な利用を確保するための条件が記載さ

れている契約書の写しを添付してください。また、当該契約書には、「賃貸借契約が終了した

ときは、乙は、その終了の日から○○日以内に、甲に対して目的物を原状に復して返還する。

乙が原状に復することができないときは、乙は甲に対し、甲が原状に復するために要する費用

及び甲に与えた損失に相当する金額を支払う。」、「甲の責めに帰さない事由により賃貸借契約

を終了させることとなった場合には、乙は、甲に対し賃借料の○年分に相当する金額を違約金

として支払う。」等を明記することが適当です。

＜農地法第３条第３項第２号関係＞

７ 地域との役割分担の状況

地域の農業における他の農業者との役割分担について、具体的にどのような場面でどのような

役割分担を担う計画であるかを以下に記載してください。

（例えば、農業の維持発展に関する話合い活動への参加、農道、水路、ため池等の共同利用施設

の取決めの遵守、獣害被害対策への協力等について記載してください。）



＜農地法第３条第３項第３号関係＞（権利を取得しようとする者が法人である場合のみ記載してください。）

８ その法人の業務を執行する役員又は重要な使用人のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業

に常時従事する者の氏名及び役職名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況

(1) 氏名

(2) 役職名

(3) その者の耕作又は養畜の事業への従事状況

その法人が耕作又は養畜の事業（労務管理や市場開拓等も含む。）を行う期間：年 か月

そのうちその者が当該事業に参画・関与している期間：年 か月 (直近の実績)

年 か月 (見込み)

Ⅲ 特殊事由により申請する場合の記載事項

９ 以下のいずれかに該当する場合は、該当するものに印を付し、Ⅰの記載事項のうち指定の事項

を記載するとともに、それぞれの事業・計画の内容を「事業・計画の内容」欄に記載してくださ

い。

(1) 以下の場合は、Ⅰの記載事項全ての記載が不要です。

□ その取得しようとする権利が地上権(民法（明治29年法律第89号）第269条の２第１項の地

上権)又はこれと内容を同じくするその他の権利である場合

(事業・計画の内容に加えて、周辺の土地、作物、家畜等の被害の防除施設の概要と関係権利者との調整の状況を「事業・計

画の内容」欄に記載してください。）

□ 農業協同組合法（昭和22年法律第132号）第10条第２項に規定する事業を行う農業協同組

合若しくは農業協同組合連合会が、同項の委託を受けることにより農地又は採草放牧地の権

利を取得しようとする場合、又は、農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が、同法第11

条の50第１項第１号に掲げる場合において使用貸借による権利若しくは賃借権を取得しよう

とする場合

□ 権利を取得しようとする者が景観整備機構である場合
（景観法（平成16年法律第110号）第56条第２項の規定により市町村長の指定を受けたことを証する書面を添付してください。)

(2) 以下の場合は、Ⅰの１-２(効率要件)及び２(農地所有適格法人要件)以外の記載事項を記載し

てください。

□ 権利を取得しようとする者が法人であって、その権利を取得しようとする農地又は採草放

牧地における耕作又は養畜の事業がその法人の主たる業務の運営に欠くことのできない試験

研究又は農事指導のために行われると認められる場合

□ 地方公共団体（都道府県を除く。）がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を

公用又は公共用に供すると認められる場合

□ 教育、医療又は社会福祉事業を行うことを目的として設立された学校法人、医療法人、社

会福祉法人その他の営利を目的としない法人が、その権利を取得しようとする農地又は採草

放牧地を当該目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合

□ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター又は国立研

究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構がその権利を取得しようとする農地又は採草放

牧地をその業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合



(3) 以下の場合は、Ⅰの２(農地所有適格法人要件)以外の記載事項を記載してください。

□ 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人（農業の経営の事業を行うものを除

く。）がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を稚蚕共同飼育の用に供する桑園

その他これらの法人の直接又は間接の構成員の行う農業に必要な施設の用に供すると認めら

れる場合

□ 森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会がその権利を取得しようとする農地又は採草

放牧地をその行う森林の経営又はこれらの法人の直接若しくは間接の構成員の行う森林の経

営に必要な樹苗の採取又は育成の用に供すると認められる場合

□ 乳牛又は肉用牛の飼養の合理化を図るため、その飼養の事業を行う者に対してその飼養の

対象となる乳牛若しくは肉用牛を育成して供給し、又はその飼養の事業を行う者の委託を受

けてその飼養の対象となる乳牛若しくは肉用牛を育成する事業を行う一般社団法人又は一般

財団法人が、その権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該事業の運営に必要な施

設の用に供すると認められる場合

（留意事項）

上述の一般社団法人又は一般財団法人は、以下のいずれかに該当するものに限ります。該当

していることを証する書面を添付してください。

・ その行う事業が上述の事業及びこれに附帯する事業に限られている一般社団法人で、農業

協同組合、農業協同組合連合会、地方公共団体その他農林水産大臣が指定した者の有する議

決権の数の合計が議決権の総数の４分の３以上を占めるもの

・ 地方公共団体の有する議決権の数が議決権の総数の過半を占める一般社団法人又は地方公

共団体の拠出した基本財産の額が基本財産の総額の過半を占める一般財団法人

□ 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社又は西日本高速道路株式会社がその権

利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその事業に必要な樹苗の育成の用に供すると認

められる場合

（事業・計画の内容）



農地所有適格法人としての事業等の状況（別紙）

＜農地法第２条第３項第１号関係＞

１-１ 事業の種類

農業 左記農業に該当しない事業
区分 の内容

生産する農畜産物 関連事業等の内容

現在(実績又は見込み)

権利取得後(予定)

１-２ 売上高

年度 農業 左記農業に該当しない事業

３年前(実績)

２年前(実績)

１年前(実績)

申請日の属する年

(実績又は見込み)

２年目(見込み)

３年目(見込み)



＜農地法第２条第３項第２号関係＞

２ 構成員全ての状況

(1) 農業関係者(権利提供者、常時従事者、農作業委託者、農地中間管理機構、地方公共団体、農

業協同組合、投資円滑化法に基づく承認会社等)

構成員が個人の場合は以下のいずれかの状況

氏名又は名称 住所又は主たる 国籍等 議決権 農地等の 農業への年間従事 農作業
事務所の所在地 在留資 の数 提供面積(㎡) 日数 委託の

格又は 内容
特別永 権利の 面積 直近実績 見込み
住者 種類

議決権の数の合計

農業関係者の議決権の割合

その法人の行う農業に必要な年間総労働日数：

(2) 農業関係者以外の者（(1)以外の者）

氏名又は名称 住所又は主たる 国籍等 在留資格又は 議決権の数
事務所の所在地 特別永住者

議決権の数の合計

農業関係者以外の者の議決権の割合

（留意事項）

構成員であることを証する書面として、組合員名簿又は株主名簿の写しを添付してください。

なお、農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法（平成14年法律第52号）第

５条に規定する承認会社を構成員とする農地所有適格法人である場合には、「その構成員が承認

会社であることを証する書面」及び「その構成員の株主名簿の写し」を添付してください。



＜農地法第２条第３項第３号及び第４号関係＞

３ 理事、取締役又は業務を執行する社員全ての農業への従事状況

農業への年間従 必要な農作業へ

氏名 住所 国籍等 在留資格 役職 事日数 の年間従事日数

又は特別 直近実績 見込み 直近実績 見込み

永住者

４ 重要な使用人の農業への従事状況

農業への年間従 必要な農作業へ

氏名 住所 国籍等 在留資格 役職 事日数 の年間従事日数

又は特別 直近実績 見込み 直近実績 見込み

永住者



（記載要領）

１ 「農業」には、以下に掲げる「関連事業等」を含み、また、農作業のほか、労務管理や市

場開拓等も含みます。

(1) その法人が行う農業に関連する次に掲げる事業

ア 農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工

イ 農畜産物若しくは林産物を変換して得られる電気又は農畜産物若しくは林産物を熱源

とする熱の供給

ウ 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売

エ 農業生産に必要な資材の製造

オ 農作業の受託

カ 農村滞在型余暇活動に利用される施設の設置及び運営並びに農村滞在型余暇活動を行

う者を宿泊させること等農村滞在型余暇活動に必要な役務の提供

キ 農地に支柱を立てて設置する太陽光を電気に変換する設備の下で耕作を行う場合におけ

る当該設備による電気の供給

(2) 農業と併せ行う林業

(3) 農事組合法人が行う共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業

２ 「１－１事業の種類」の「生産する農畜産物」欄には、法人の生産する農畜産物のうち、粗

収益の50％を超えると認められるものの名称を記載してください。なお、いずれの農畜産物の

粗収益も50％を超えない場合には、粗収益の多いものから順に３つの農畜産物の名称を記載し

てください。

３ 「１－２売上高」の「農業」欄には、法人の行う耕作又は養畜の事業及び関連事業等の売上

高の合計を記載し、それ以外の事業の売上高については、「左記農業に該当しない事業」欄に

記載してください。

「１年前」から「３年前」の各欄には、その法人の決算が確定している事業年度の売上高の

許可申請前３事業年度分をそれぞれ記載し（実績のない場合は空欄）、「申請日の属する年」

から「３年目」の各欄には、権利を取得しようとする農地等を耕作又は養畜の事業に供するこ

ととなる日を含む事業年度を初年度とする３事業年度分の売上高の見込みをそれぞれ記載して

ください。

４ 「２(1)農業関係者」には、農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第５

条に規定する承認会社が法人の構成員に含まれる場合には、その承認会社の株主の氏名又は

名称及び株主ごとの議決権の数を記載してください。

複数の承認会社が構成員となっている法人にあっては、承認会社ごとに区分して株主の状

況を記載してください。

５ 農地中間管理機構を通じて法人に農地等を提供している者が法人の構成員となっている場

合、「２(1)農業関係者」の「農地等の提供面積（㎡）」の「面積」欄には、その構成員が農地

中間管理機構に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地等のうち、当該農地中間管

理機構が当該法人に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地等の面積を記載してく

ださい。



６ ２の住所又は主たる事務所の所在地及び国籍等並びに３の国籍等並びに４の国籍等の各欄

については、所有権を移転する場合のみ記載してください（ただし、２の住所又は主たる事

務所の所在地及び国籍等の各欄については、総株主の議決権の100分の５以上を有する株主又

は出資の総額の100分の５以上に相当する出資をしている者に限る。）。

国籍等は、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等（日本国籍の場合は、「日本」）を

記載するとともに、中長期在留者にあっては在留資格、特別永住者にあってはその旨を併せて

記載してください。法人にあっては、その設立に当たって準拠した法令を制定した国（内国

法人の場合は、「日本」）を記載してください。

なお、４については、３の理事等のうち、法人の農業に従事する者（原則年間150日以上）

であって、かつ、必要な農作業に農地法施行規則第８条に規定する日数（原則年間60日）以

上従事する者がいない場合にのみ記載してください。



様式例第１号の２

指令第 号

年 月 日

住 所

氏 名 殿

農業委員会会長

年 月 日付けをもって農地法第３条第１項の規定による許可申請があった農地（採草

放牧地）についての○○の○○は下記により許可します。

記

１ 当事者の氏名等

譲渡人（設 定 者） 住 所

氏 名

譲受人（被設定者） 住 所

氏 名

２ 許可する土地

地 目
所在・地番 面積(㎡) 備 考

登記簿 現 況

３ 条 件

（農地法第３条第３項の規定の適用を受けて同条第１項の許可をする場合は、毎年、その農地（採

草放牧地）の利用状況について、農業委員会に報告しなければならない旨記載する。）



（記載要領）

１ 様式中不要の文字は抹消し、本文には申請に係る権利の種類及び設定又は移転の別を記載す

る。

２ 法人である場合においては、住所は主たる事務所の所在地を、氏名は法人の名称及び代表者

の氏名をそれぞれ記載する。

３ 不許可又は却下をする場合にあっては、様式本文中「下記により許可します」とあるのを、

「下記理由により許可しません」又は「下記理由により却下します」とし、その理由を記載す

る。

４ 農業委員会が申請を却下し、申請の全部若しくは一部について不許可をし、又は条件を付し

て許可する場合は、指令書の末尾に次のように記載する。

「〔教示〕

１ この処分に不服があるときは、地方自治法（昭和22年法律第67号）第255条の２第１

項の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、

審査請求書（行政不服審査法（平成26年法律第68号）第19条第２項各号に掲げる事項（審

査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理

人によって審査請求をする場合には、同条第４項に掲げる事項を含みます。）を記載し

なければなりません。）正副２通を都道府県知事に提出して審査請求をすることができ

ます。

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して６か月以内に、市町村を被告として（訴訟において市町村を代表する

者は農業委員会となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対

する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができ

ます。

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査

請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求を

することや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、

その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であって

も審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合がありま

す。」



様式例第１号の３

農地法第３条第１項第13号の規定による届出書

年 月 日

農業委員会会長 殿

届出者（譲受人） 主たる事務所の所在地

名称及び代表者氏名

譲渡人 住所

氏名

下記農地（採草放牧地）の（に）○○を○○したいので、農地法第３条第１項第13号の規定によ

り届け出ます。

記

１ 当事者の氏名等

当事者 氏名 住所 備 考

譲渡人

譲受人

２ 届出に係る土地の所在等

地 目 所有権以外の使用及び収益を目的とす
所在・地番 る権利が設定されている場合 備 考

面積 所有者
(㎡) 氏 名

登記簿 現況 権利 者
の氏名 権利の種類、内容

３ 権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容



（記載要領）

１ 本文には所要の権利及び設定、移転の別を記載してください。

２ 法人である場合は、住所は主たる事務所の所在地を、氏名は法人の名称及び代表者の氏名を

それぞれ記載してください。

３ 記の２の「届出に係る土地の所在等」の備考欄には、登記簿上の所有名義人と現在の所有者

が異なるときに登記簿上の所有者を記載してください。

４ 記の３の「権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容」は、権利を設定又は移転しよ

うとする時期、対価、賃借料等の給付の種類及び額、契約期間等を記載してください。



様式例第１号の４

農地法第３条第１項第14号の２の規定による届出書

年 月 日

農業委員会会長 殿

譲受人（受託者）

主たる事務所の所在地

農地中間管理機構の名称及び代表者氏名

譲渡人（委託者） 住所

氏名

下記農地（採草放牧地）の農地中間管理権（経営受託権）を取得したいので、農地法第３条第

１項第14号の２の規定により届け出ます。

記

１ 当事者の氏名等

当事者 氏名 住所 備 考

譲渡人

譲受人

２ 届出に係る土地の所在等

地 目 所有権以外の使用及び収益を目的とす
所在・地番 る権利が設定されている場合 備 考

面積 所有者
(㎡) 氏 名

登記簿 現況 権利 者
の氏名 権利の種類、内容

３ 取得しようとする権利の種別（以下のうち該当するものに印を付してください。）

□ 農地中間管理権（賃借権）

□ 農地中間管理権（使用貸借による権利）

□ 農地中間管理権（所有権（農地等を貸付けの方法により運用することを目的とする信託の

引受けにより取得するもの））

□ 経営受託権



４ 権利の取得に係る契約の内容

（記載要領）

１ 記の２の「届出に係る土地の所在等」の備考欄には、登記簿上の所有名義人と現在の所有

者が異なるときに登記簿上の所有者を記載してください。

２ 記の３の「取得しようとする権利の種別」には該当する権利にレ点を記載してください。

３ 記の４の「権利の取得に係る契約の内容」は、権利を設定又は移転しようとする時期、対

価、賃借料等の給付の種類及び額、契約期間等を記載してください。



様式例第１号の５

受 理 通 知 書

番 号

年 月 日

主たる事務所の所在地

名称及び代表者氏名

農業委員会会長

年 月 日付けで届出書の提出があった農地法第３条第１項第13号（第14号の２）の

規定による届出についてはこれを受理し、 年 月 日にその効力が生じたので通知します。

１ 当事者の氏名等

当事者 氏名 住所

譲渡人

譲受人

２ 土地の所在等

地 目 権 利 の 設 定
所 在 ・ 地 番 面 積 権利の種類

登 記 簿 現 況 (㎡) 又 は 移 転 の 別

３ 届出書が到達した日

年 月 日



（記載要領）

１ 譲渡人が法人である場合は、住所は主たる事務所の所在地を、氏名は法人の名称及び代表者

の氏名をそれぞれ記載する。

２ 届出の効力発生は、届出書が到達した日であるので、その日付を記載する。

３ 届出を受理しない場合は、標題の「受理通知書」とあるのを「不受理通知書」とし、また、

様式本文中「これを受理し、 年 月 日にその効力が生じたので通知します。」とあ

るのを、「以下の理由により受理しません。」とし、その理由を記載する。

４ 農業委員会が届出を受理しない旨の通知をする場合は、不受理通知書の末尾に次のように記

載する。

「〔教示〕

１ この処分に不服があるときは、地方自治法（昭和22年法律第67号）第255条の２第１

項の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、

審査請求書（行政不服審査法（平成26年法律第68号）第19条第２項各号に掲げる事項（審

査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理

人によって審査請求をする場合には、同条第４項に掲げる事項を含みます。）を記載し

なければなりません。）正副２通を都道府県知事に提出して審査請求をすることができ

ます。

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して６か月以内に、市町村を被告として（訴訟において市町村を代表する

者は農業委員会となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対

する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができ

ます。

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査

請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求を

することや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、

その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であって

も審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合がありま

す。」



様式例第１号の６

信 託 関 係 整 理 簿

委 託 者 及 び 信 託 物 件 信特 売 渡 又 は 貸 付 の 相 手 方
託記

番 信 委 託 者 信託の種類 信す 信 託 物 件 条す 申請番号 申 住 氏 耕 許
託 託る 件べ 請 可
契 住 氏 耕 売 貸 契年 地ま 所 地 面数 にき 売 貸 年 作 年
約 作 約月 た 積 お事 月 月 備 考
年 面 の日 は ま け項 日 面 日
月 積 満 種 た る等

号 日 所 名 渡 付 了 目類 在 番 は量 渡 付 所 名 積

（記載要領）

１ 土地及び立木は１筆ごとに、工作物は１件ごとに、それぞれ１行あけて記載する。

２ 信託契約１件ごとに、原則として、１行あけて列記する。

３ 「信託の種類」は売渡、貸付のいずれか、又は両方に○を付す。

４ 「申請番号」は法第３条の許可申請受付番号を記載する。

５ 「耕作面積」はそれぞれ信託契約又は許可前の状態による。



様式例第１号の７

農地等の利用状況報告書

年 月 日

農業委員会会長 殿

住所

氏名

農地法第３条第３項の規定により同条第１項の許可を受けて使用貸借による権利又は賃借権

農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第７項の規定による公告があった農用地利用集

の設定を受けた

積等促進計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けた

農地（採草放牧地）について、農地法第６条の２第１項の規定に基づき、下記のとおり報告しま

す。

記

１ 農地法第３条第３項の規定により同条第１項の許可を受けた者

農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第５項第３号に規定する者 の氏名等

氏名 住所

２ 報告に係る土地の所在等

地 目
所在・地番 面積 作物の種類別作付面積(又 生産数量 反 収 備 考

登記簿 現況 (㎡) は栽培面積)

３ 農地法第３条第３項の規定により同条第１項の許可を受けて使用貸借による権利又は賃借権

農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第７項の規定による公告があった農用地利用集

の設定を受けた

積等促進計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けた



農地又は採草放牧地の周辺の農地又は採草放牧地の農業上の利用に及ぼしている影響

４ 地域の農業における他の農業者との役割分担の状況

５ 業務執行役員又は重要な使用人の状況

氏 名 常時従事者の役職名 耕作又は養畜の事業の
年間従事日数

６ その他参考となるべき事項



（記載要領）

１ 不要の文字は抹消してください。

２ 報告書を提出する者が法人である場合は、住所は主たる事務所の所在地を、氏名は法人の

名称及び代表者の氏名をそれぞれ記載し、定款又は寄附行為の写しを添付してください。

３ 記の２の「報告に係る土地の所在等」の備考欄には、登記簿上の所有名義人と現在の所有者

が異なるときに登記簿上の所有者を記載してください。

４ 記の３の「農地法第３条第３項の規定の適用を受けて同条第１項の許可を受けた農地又は採

草放牧地の周辺の農地又は採草放牧地の農業上の利用に及ぼしている影響」には、例えば、病

虫害の温床となっている雑草の刈取りをせず、周辺の作物に著しい被害を与えていないか等を

記載してください。

５ 記の４の「地域の農業における他の農業者との役割分担の状況」には、例えば、農業の維持

発展に関する話し合い活動への参加、道路、水路、ため池等の共同利用施設の取決めの遵守、

獣害被害対策への協力等の取り組み状況（今後取り組む場合はその見込み）について記載して

ください。

６ 記の５の「業務執行役員又は重要な使用人の状況」については、報告書を提出する者が個人

である場合は記載不要です。「耕作又は養畜の事業の年間従事日数」欄には、当該事業年度に

おいて法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事した業務執行役員（耕作又は養畜の事業に常

時従事した業務執行役員がいない場合には、重要な使用人）の耕作又は養畜の事業への年間従

事日数を記載してください。

なお、「重要な使用人」とは、その法人の使用人であって、当該法人の行う耕作又は養畜の

事業に関する権限及び責任を有する者をいいます。



様式例第２号の１

農地法第３条の２第１項の規定による勧告書

番 号

年 月 日

住所

氏名 殿

農業委員会会長

貴殿が農地法第３条の２第１項第○○号に該当することから、同項に基づき、下記により、必要

な措置を講ずべきことを勧告します。

なお、この勧告に従わなかったとき等には、同法第３条第１項の許可を取り消しますので御留意

願います。

記

１ 農地(採草放牧地)の所在等

地 目
所在・地番 面積

登記簿 現況 (㎡)

２ 勧告の理由

○○のため、農地法第３条の２第１項第○号に該当します。

３ 講ずべき措置

４ 措置を講ずべき期限

年 月 日

（記載要領）

法人である場合は、住所は主たる事務所の所在地を、氏名は法人の名称及び代表者の氏名を

それぞれ記載する。



様式例第２号の２

指令第 号

年 月 日

住所

氏名 殿

農業委員会会長

年 月 日付け○○指令第○○号をもってした農地法第３条第３項の規定の適用を受け

た同条第１項の許可について、同法第３条の２第２項第１号(第２号)に該当することから下記によ

り当該許可を取り消します。

記

１ 当事者の住所、氏名

譲渡人（設 定 者） 住 所

氏 名

譲受人（被設定者） 住 所

氏 名

２ 許可を取り消す農地等

地 目
所在・地番 面積(㎡) 備 考

登記簿 現 況

３ 農地法第３条の２第２項第１号(第２号)に該当する事由



（記載要領）

１ 本文には取り消しの対象となる許可の指令書の日付・番号を記載する。

２ 法人である場合は、住所は主たる事務所の所在地を、氏名は法人の名称及び代表者の氏名

をそれぞれ記載する。

３ 農業委員会が許可を取り消す場合は、指令書の末尾に次のように記載する。

「〔教示〕

１ この処分に不服があるときは、地方自治法（昭和22年法律第67号）第255条の２第１

項の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、

審査請求書（行政不服審査法（平成26年法律第68号）第19条第２項各号に掲げる事項（審

査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理

人によって審査請求をする場合には、同条第４項に掲げる事項を含みます。）を記載し

なければなりません。）正副２通を都道府県知事に提出して審査請求をすることができ

ます。

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して６か月以内に、市町村を被告として（訴訟において市町村を代表する

者は農業委員会となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対

する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができ

ます。

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査

請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求を

することや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、

その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であって

も審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合がありま

す。」



様式例第３号の１

農地法第３条の３の規定による届出書

年 月 日

農業委員会会長 殿

住所

氏名

下記農地（採草放牧地）について、○○により○○を取得したので、農地法第３条の３の規定に

より届け出ます。

記

１ 権利を取得した者の氏名等（国籍等は、所有権を取得した場合のみ記載してください。）

氏 名 住所 国籍等
在留資格又は
特別永住者

２ 届出に係る土地の所在等

地 目
所在・地番 面積(㎡) 備 考

登記簿 現況

３ 権利を取得した日

年 月 日

４ 権利を取得した事由

５ 取得した権利の種類及び内容

６ 農業委員会によるあっせん等の希望の有無



（記載要領）

１ 本文には権利を取得した事由及び権利の種類を記載してください。

２ 法人である場合は、住所は主たる事務所の所在地を、氏名は法人の名称及び代表者の氏名を

それぞれ記載してください。

３ 国籍等は、住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第30条の45に規定する国籍等（日本国籍

の場合は、「日本」）を記載するとともに、中長期在留者にあっては在留資格、特別永住者に

あってはその旨を併せて記載してください。法人にあっては、その設立に当たって準拠した

法令を制定した国（内国法人の場合は、「日本」）を記載してください。

４ 権利を取得した者が連名で届出をする場合は、届出者の住所及び氏名をそれぞれ記載してく

ださい。また、記の１の「権利を取得した者の氏名等」は必要に応じ、行を追加をしてくださ

い。

５ 記の２の「届出に係る土地の所在等」の備考欄には、登記簿上の所有名義人と現在の所有者

が異なるときに登記簿上の所有者を記載してください。

６ 記の４の「権利を取得した事由」には、相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定

遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等の権利を取得した事由の別を記載してください。

７ 記の５の「取得した権利の種類及び内容」には、取得した権利が所有権の場合は、現在の耕

作の状況、使用収益権の設定(見込み)の有無等を記載し、取得した権利が所有権以外の場合は、

現在の耕作の状況、賃借料、契約期間等を記載してください。また、共有物として農地又は採

草放牧地の権利を取得した場合であって、届出者以外にも共有者がいるときは、その人数を記

載してください。なお、人数がわからない場合は、その旨を記載してください。

８ 記の６の「農業委員会によるあっせん等の希望の有無」には、権利を取得した農地又は採草

放牧地について、第三者への所有権の移転又は賃借権の設定等の農業委員会によるあっせん等

を希望するかどうかを記載してください。



様式例第３号の２

受 理 通 知 書

番 号

年 月 日

届出者 住所

氏名

農業委員会会長

年 月 日付けで届出書の提出があった農地法第３条の３の規定による届出については

これを受理したので通知します。

なお、本通知は権利関係を証明するものではないので念のため申し添えます。

１ 権利を取得した者として届出があった者の氏名等

氏 名 住 所

２ 届出に係る土地の所在等

地 目
所在・地番 面積(㎡) 備 考

登記簿 現況



（記載要領）

１ 法人である場合は、住所は主たる事務所の所在地を、氏名は法人の名称及び代表者の氏名を

それぞれ記載する。

２ 届出を受理しない場合は、標題の「受理通知書」とあるのを「不受理通知書」とし、また、

様式本文中「これを受理したので通知します。なお、本通知は権利関係を証明するものではな

いので念のため申し添えます。」とあるのを、「以下の理由により受理しません。」とし、その

理由を記載する。



様式例第４号の１
農地法第４条第１項の規定による許可申請書

年 月 日
都道府県知事

殿
市町村長

申請者 氏名
下記のとおり農地を転用したいので、農地法第４条第１項の規定により許可を申請します。

記
住 所

１申請者の住所等 都道 郡 町
番地

府県 市 村

地 目 耕作者の 市街化区域・市街化調整
土地の所在 地 番 面 積

２許可を受けようとす 登記簿 現 況 氏 名 区域・その他の区域の別

る土地の所在等 郡 町 ㎡

市 村

計 ㎡（田 ㎡、畑 ㎡）

用 途

３転用計画 (1)転用事由の詳細 事由の詳細

(2)事業の操業期間

又は施設の利用 年 月 日から 年間

期間

第１期（着工 年月日から年月日まで）第２期 合 計
工事計画

名 称 棟 数 建築面積 所要面積 棟 数 建築面積 所要面積

(3)転用の時期及び 土地造成 ㎡ ㎡

転用の目的に係 建 築 物 ㎡ ㎡

る事業又は施設 小 計

の概要 工 作 物

小 計

計

４資金調達についての

計画

５転用することによっ

て生ずる付近の土地

・作物・家畜等の被

害防除施設の概要

６その他参考となるべ

き事項

（記載要領）
１ 申請者が法人である場合には、「氏名」欄にその名称及び代表者の氏名を、「住所」欄にその
主たる事務所の所在地を、それぞれ記載してください。

２ 「市街化区域・市街化調整区域・その他の区域の別」欄には、申請に係る土地が都市計画法
による市街化区域、市街化調整区域又はこれら以外の区域のいずれに含まれているかを記載し
てください。

３ 「転用の時期及び転用の目的に係る事業又は施設の概要」欄には、工事計画が長期にわたる
ものである場合には、できる限り工事計画を６か月単位で区分して記載してください。

４ 申請に係る土地が市街化調整区域内にある場合には、転用行為が都市計画法第29条の開発許
可及び同法第43条第１項の建築許可を要しないものであるときはその旨並びに同法第29条及び
第43条第１項の該当する号を、転用行為が当該開発許可を要するものであるときはその旨及び
同法第34条の該当する号を、転用行為が当該建築許可を要するものであるときは、その旨及び
建築物が同法第34条第１号から第10号まで又は都市計画法施行令第36条第１項第３号ロからホ
までのいずれの建築物に該当するかを、転用行為が開発行為及び建築行為のいずれも伴わない
ものであるときは、その旨及びその理由を、それぞれ「その他参考となるべき事項」欄に記載
してください。



様式例第４号の２
農地法第５条第１項の規定による許可申請書

年 月 日
都道府県知事

殿
市町村長

譲受人 氏名
譲渡人 氏名

下記のとおり転用のため農地（採草放牧地）の権利を設定（移転）したいので、農地法第５条
第１項の規定により許可を申請します。

記

当事者の別 氏 名 住 所

１当事者の住所等 都道 郡 町
譲 受 人 番地

府県 市 村

都道 郡 町
譲 渡 人 番地

府県 市 村

地 目 所有権以外の使用収益権 市街化区域・

土地の所在 地 番 面 積 が設定されている場合 市街化調整区

登記簿 現 況 権利の種類 権利者の氏名 域・その他の

２許可を受けようとす 又は名称 区域の別

る土地の所在等 郡 町 ㎡

市 村

計 ㎡（田 ㎡、畑 ㎡、採草放牧地 ㎡）

(2)権利を設定し又は移転しようとする理由の詳細
(1)転用の目的

３転用計画

(3)事業の操業期間

又は施設の利用 年 月 日から 年間

期間

第１期(着工 年月日から年月日まで) 第２期 合 計
工事計画

名 称 棟 数 建築面積 所要面積 棟 数 建築面積 所要面積

(4)転用の時期及び 土地造成 ㎡ ㎡

転用の目的に係 建 築 物 ㎡ ㎡

る事業又は施設 小 計

の概要 工 作 物

小 計

計

４権利を設定し又は移 権利の種類 権利の設定・移転の別 権利の設定・移転の時期 権利の存続期間 その他

転しようとする契約

の内容 設定 移転

５資金調達についての

計画

６転用することによっ

て生ずる付近の土地

・作物・家畜等の被

害防除施設の概要

７その他参考となるべ

き事項



（記載要領）
１ 当事者が法人である場合には、「氏名」欄にその名称及び代表者の氏名を、「住所」欄にその
主たる事務所の所在地、をそれぞれ記載してください。

２ 譲渡人が２人以上である場合には、申請書の差出人は「譲受人何某」及び「譲渡人何某外何
名」とし、申請書の１及び２の欄には「別紙記載のとおり」と記載して申請することができる
ものとします。この場合の別紙の様式は、次の別紙１及び別紙２のとおりとします。

３ 「市街化区域・市街化調整区域・その他の区域の別」欄には、申請に係る土地が都市計画法
による市街化区域、市街化調整区域又はこれら以外の区域のいずれに含まれているかを記載し
てください。

４ 「転用の時期及び転用の目的に係る事業又は施設の概要」欄には、工事計画が長期にわたる
ものである場合には、できる限り工事計画を６か月単位で区分して記載してください。

５ 申請に係る土地が市街化調整区域内にある場合には、転用行為が都市計画法第29条の開発許
可及び同法第43条第１項の建築許可を要しないものであるときはその旨並びに同法第29条及び
第43条第１項の該当する号を、転用行為が当該開発許可を要するものであるときはその旨及び
同法第34条の該当する号を、転用行為が当該建築許可を要するものであるときはその旨及び建
築物が同法第34条第１号から第10号まで又は都市計画法施行令第36条第１項第３号ロからホま
でのいずれの建築物に該当するかを、転用行為が開発行為及び建築行為のいずれも伴わないも
のであるときは、その旨及びその理由を、それぞれ「その他参考となるべき事項」欄に記載し
てください。



（別紙１） 申請書の１の欄 当事者の住所等

当事者の別 氏 名 住 所

譲 受 人

譲 渡 人

（別紙２） 申請書の２の欄 許可を受けようとする土地の所在等

地 目 所有権以外の使用収益権 市街化区域・

譲渡人の氏名 所 在 地 番 面 積 が設定されている場合 市街化調整区

登記簿 現 況 権利の種類 権利者の氏名 域・その他の

又は名称 区域の別

㎡

計 筆 ㎡（田 ㎡、畑 ㎡、採草放牧地 ㎡)

（記載要領） 本表は、（別紙１）の譲渡人の順に名寄せして記載してください。



様式例第４号の３
農地法第４条第１項（第５条第１項）の規定による許可申請書に係る意見書

年 月 日
○○農業委員会

譲 受 人 住所 氏名
申請者の住所等

申 譲 渡 人 住所 氏名 外 名
請 所 在 市 町
に 地 番 郡 村 外 筆
係 申請に係る土地 地目別面積 田 ㎡ 畑 ㎡ 採草放牧地 ㎡ その他 ㎡
る 申請に係る土地の 市街化区域 市街化調整区域 その他の区域
事 所在する区域
項 用途（住宅用地・

事 業 計 画 工場用地等具体的
に記載すること）
工 事 計 画 着工 年 月 日 完了 年 月 日

農 地 の 区 分 条 項 農地 採草放牧地 その他
許可基準に定める農地 法 所有権に基づく ㎡
の区分の該当事項 第 転用
該当事項とした判断理由 申 ４ その他（ ） ㎡

農 (申請に係る農地の営農 条
地 条件及び周辺の市街地化 法 所有権移転 ㎡ ㎡
転 の状況を記載すること) 請
用 農用地区 甲種農地 第１種農地 第２種農地 第
に 域内農地 賃借権設定・移転 ㎡ ㎡
関 転用候補地内の農地の 面積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 条 ５
す 区分別面積及びその全 割合 ％ ％ ％ ％
る 体に占める割合 第３種農地 農地の合計面積 (参考)全体面積 条 地上権設定・移転 ㎡ ㎡
許 面積 ㎡ ㎡ ㎡ 項
可 割合 ％ ％ 100％
基 検 討 事 項 意 見 意見決定の理由 その他（ ） ㎡ ㎡
準 １ 農地の区分と転用目的 適 当 不適当
か 申請土地が甲種農地、第１種農
ら 地又は第２種農地である場合にお 関 手 続 の 状 況
み いて、その農地を申請することが 連
た やむを得ないと認められるとき す
意 は、その理由 る 合意解約 法第１８条第６項 当事者
見 ２ 資力及び信用 適 当 不適当 農 通 知 書 受 領 済 協議中
３ 転用行為の妨げとなる権利を有 あ り な し 地 法 第 １ ８ 条
する者の同意の有無 法

４ 申請に係る用途に遅滞なく供す 確 実 不確実 関
ることの確実性 連 そ の 他 未 受 付 検 討 中 送付済

５ 行政庁の免許、許可、認可等の 確 実 不確実 手
処分の見込み 続

６ 農地以外の土地の利用見込み 確 実 不確実 処 申 請 年 月 日
７ 計画面積の妥当性 適 当 不適当 理 農 業 委 員 会 受 付 年 月 日
８ 宅地の造成のみを目的とする場 適 当 不適当 経 意 見 決 定 年 月 日
合には、その妥当性 過 知 事 に 送 付 年 月 日

９ 周辺の農地等に係る営農条件へ な し あ り 指 令 書 接 受 年 月 日
の支障の有無 許 可 一部許可 不 許 可

10 農地の利用の集積への支障の有 な し あ り 条 件 付 無 条 件
無 知 事 の 処 分 年 月 日

11 一時転用である場合には、その 適 当 不適当
妥当性

12 法令(条例を含む。)により義務 終 了 未 了
付けられている行政庁との協議の
進捗状況

事業の種類 事業施行者 施行面積 申請地に関係する 施行時期 申請地に関係する
特定土地改良事業等 面積 土地改良財産
関係

申請に係る土地と都市計画との 都市計画区域決定の有無 計画区域内 計画区域外 （告示 年 月 日）
関係 都市計画法第８条の地域 地域地区の種類

地区の決定 決定なし
申請に係る土地と農業振興地域 農業振興地域決定の有無 振興地域内 振興地域外 （告示 年 月 日）
整備計画との関係 農用地区域決定の有無 農用地区域内 農用地区域外 （決定 年 月 日）

総合意見

許可が相当と認められる場合に付すべ
き条件

都道府県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取の有無 有 ・ 無

意見の概要



（記載要領）
１ 「申請に係る土地の所在する区域」、「意見」、「手続の状況」、「知事の処分」、「都市計画区域
決定の有無」、「農業振興地域決定の有無」及び「農用地区域決定の有無」の欄には、該当する
ものに○印を付する。

２ 「農地の区分」欄には、「農地法の運用について」（平成21年12月11日付け21経営第4530号・
21農振第1598号農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知。以下「運用通知」という。）第２
の１に規定する農用地区域内農地、甲種農地、第１種農地、第２種農地又は第３種農地の別を
記載する。

３ 「農地の区分」欄の「許可基準に定める農地の区分の該当事項」欄には、運用通知の区分に
従い、例えば、第１種農地にあっては「運用通知第２の１の(1)のイの(ｱ)のａ」のように、第
２種農地にあっては「運用通知第２の１の(1)のオの(ｱ)のａの(a)」のように記載する。

４ 「検討事項」欄の「５ 行政庁の免許、許可、認可等の処分の見込み」の意見は、当該市町
村がその他法令等の許認可権限を有しているものを除き記載する必要はない。

５ 検討事項の「12 法令（条例を含む。）により義務付けられている行政庁との協議の進捗状況」
の意見は、申請に係る事業の施行に関して市町村が法令（条例を含む。）により定められた協議
先となっている場合には、当該協議を了したかどうかを含め意見を記載する。

６ 「都道府県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取の有無」欄の「有・無」欄には、当該
事案に関して都道府県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取の有無について、該当するも
のに○印を付する。また、「意見の概要」欄には、都道府県農業委員会ネットワーク機構への意
見聴取を行った場合の都道府県農業委員会ネットワーク機構の意見の概要を記載する。



様式例第４号の４
農地法第４条第８項の規定による協議書

年 月 日
都道府県知事

殿
市町村長

協議者名

下記のとおり農地を転用したいので、農地法第４条第８項の規定により協議します。

記

１協議者の住所 都道 郡 町
番地

府県 市 村

地 目 耕作者の 市街化区域・市街化調整
土地の所在 地 番 面 積

２協議をしようとする 登記簿 現 況 氏 名 区域・その他の区域の別

土地の所在等 郡 町 ㎡

市 村

計 ㎡（田 ㎡、畑 ㎡）

用 途

３転用計画 (1)転用事由の詳細 事由の詳細

(2)施設の利用期間

年 月 日から 年間

第１期（着工 年月日から年月日まで）第２期 合 計
工事計画

名 称 棟 数 建築面積 所要面積 棟 数 建築面積 所要面積

(3)転用の時期及び 土地造成 ㎡ ㎡

転用の目的に係 建 築 物 ㎡ ㎡

る事業又は施設 小 計

の概要 工 作 物

小 計

計

４予算措置等の状況

５転用することによっ

て生ずる付近の土地

・作物・家畜等の被

害防除施設の概要

６その他参考となるべ

き事項

（記載要領）
１ 「市街化区域・市街化調整区域・その他の区域の別」欄には、申請に係る土地が都市計画法
による市街化区域、市街化調整区域又はこれら以外の区域のいずれに含まれているかを記載す
る。

２ 「転用の時期及び転用の目的に係る事業又は施設の概要」欄には、工事計画が長期にわたる
ものである場合には、できる限り工事計画を６か月単位で区分して記載する。



様式例第４号の５
農地法第５条第４項の規定による協議書

年 月 日
都道府県知事

殿
市町村長

協議者名

下記のとおり転用のため農地（採草放牧地）の権利を設定（移転）したいので、農地法第５条第４
項の規定により協議します。

記

当事者の別 氏 名 住 所
１当事者の住所等 都道 郡 町

譲 受 人 番地
府県 市 村
都道 郡 町

譲 渡 人 番地
府県 市 村
地 目 所有権以外の使用収益権 市街化区域・

土地の所在 地 番 面 積 が設定されている場合 市街化調整区
登記簿 現 況 権利の種類 権利者の氏名 域・その他の

２許可を受けようとす 又は名称 区域の別
る土地の所在等 郡 町 ㎡

市 村

計 ㎡（田 ㎡、畑 ㎡、採草放牧地 ㎡）
(2)権利を設定し又は移転しようとする理由の詳細

(1)転用の目的
３転用計画

(3)施設の利用期間
年 月 日から 年間

第１期(着工 年月日から年月日まで) 第２期 合 計
工事計画

名 称 棟 数 建築面積 所要面積 棟 数 建築面積 所要面積
(4)転用の時期及び 土地造成 ㎡ ㎡
転用の目的に係 建 築 物 ㎡ ㎡
る事業又は施設 小 計
の概要 工 作 物

小 計
計

４権利を設定し又は移 権利の種類 権利の設定・移転の別 権利の設定・移転の時期 権利の存続期間 その他
転しようとする契約
の内容 設定 移転

５予算措置等の状況

６転用することによっ
て生ずる付近の土地
・作物・家畜等の被
害防除施設の概要

７その他参考となるべ
き事項

（記載要領）
１ 譲渡人が法人である場合には、「氏名」欄にその名称及び代表者の氏名を、「住所」欄にその主た
る事務所の所在地を、それぞれ記載する。

２ 譲渡人が２人以上である場合には、協議書の１及び２の欄には「別紙記載のとおり」と記載して
申請することができるものとする。この場合の別紙の様式は、次の別紙１及び別紙２のとおりとす
る。

３ 「市街化区域・市街化調整区域・その他の区域の別」欄には、申請に係る土地が都市計画法によ
る市街化区域、市街化調整区域又はこれら以外の区域のいずれに含まれているかを記載する。

４ 「転用の時期及び転用の目的に係る事業又は施設の概要」欄には、工事計画が長期にわたるもの
である場合には、できる限り工事計画を６か月単位で区分して記載する。



（別紙１） 協議書の１の欄 当事者の住所等

当事者の別 氏 名 住 所

譲 受 人

譲 渡 人

（別紙２） 協議書の２の欄 協議をしようとする土地の所在等

地 目 所有権以外の使用収益権 市街化区域・

譲渡人の氏名 所 在 地 番 面 積 が設定されている場合 市街化調整区

登記簿 現 況 権利の種類 権利者の氏名 域・その他の

又は名称 区域の別

㎡

計 筆 ㎡（田 ㎡、畑 ㎡、採草放牧地 ㎡)

（記載要領） 本表は、（別紙１）の譲渡人の順に名寄せして記載する。



様式例第４号の６
提出先：

法 定 協 議 事 前 調 整 申 出 書
申出年月日 年 月 日
申 出 者 名

１ 事業計画者 住所 担当者及び電話番号

２ 当該計画に係る事業 申出に係る権利 （所有権の移転・・・・・）
目的

所 在 都府 市町 大字
３ 候補地の概要 道県 郡村

位 置 （最寄駅等主要目標からの方向・距離及び市街化区域、市街化調整区域又はその他の区域の別）

地目別面積 田 畑 小 計 採草放牧地 そ の 他 合 計
（概要でも ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
可）
候補地内に含まれる道路、水路等公共
施設の種類及び数量（概要）

期 別 第 １ 期 第 ２ 期 ～ ～ 合 計
４ 事 業 計 画 建設計画 期 間 年 月 年 月

～ 年 月 ～ 年 月
建 物 棟 ／ ㎡ 棟 ／ ㎡ 棟 ／ ㎡ 棟 ／ ㎡ 棟 ／ ㎡
工 作 物 件 ／ ㎡ 件 ／ ㎡ 件 ／ ㎡ 件 ／ ㎡ 件 ／ ㎡

取水排水 取水予定地 取水方法 取水日量
計 画 排水予定地 排水処理方法 排水日量
道路等関係施設計画

５ 当該土地を選定した 別紙のとおり（別紙により具体的に選定の経緯及び理由を明らかにすること）
理由及び選定の経緯

６ 候補地に関係する土地 事業施行者 事業の種類 候補地に関係する面積
改良事業 ㎡

７ 候補地と都市計画との 都市計画区域決定の有無 計画区域内 計画区域外
関係 都市計画法第８条の地域、 地域地区の種類

地区の決定 決定なし
８ 本事業の実施のため必
要とされる法令に基づく
許認可事項

（記載要領）
１ 「提出先」については、許可権者の名称を記載する。
２ 「事業計画」欄には、本申出書の作成時点で事業計画が策定されていない場合には、記載は要し
ない。

（添付書類）
１ 事業計画地を表示（事業計画地の区画の取り方が二以上ある場合には、それぞれにつき表示）し
た縮尺 １／10,000程度以上の図面（縮尺 １／25,000以下の図面を用いるときは、そのほかに事業
計画地周辺の事情が判読できる程度の見取図を添付する。）
なお、図面には、次に掲げる事項を併せて明示する。

（１）転用候補地に係る道路、水路等公共施設の位置
（２）道路、排水路等の予定地、取水地点等
（３）計画地の周辺（おおむね直径１ｋｍ以内の範囲）の住宅、工場等宅地化の状況を中心とした
土地利用状況

（４）都市計画法による市街化区域、市街化調整区域、用途地域及び都市計画街路の範囲
２ 建設計画に係る建物又は工作物の配置計画図（縮尺 １／500～１／2,000）（申出書作成時点で建
設計画が策定されていない場合には添付を要しない。）

３ その他参考となるべき資料



様式例第４号の７
農地法附則第２項の規定による協議に係る事案の概要書

年 月 日
都道府県名又は市町村名

申請者の住所等 譲 受 人 住所 氏名
譲 渡 人 住所 氏名 外 名
所 在 市町
地 番 郡村 外 筆

申請に係る土地 地 目 別 面 積 田 ㎡ 畑 ㎡ 採草放牧地 ㎡ その他 ㎡
申請に係る土地の 市街化区域 市街化調整区域 その他の区域
所在する区域

権利を設定し又は移転 権利の種類 権利の設定・移転の別 権利の設定・移転の時期 権利の存続期間
しようとする契約の内 設 定 ・ 移 転
容
農 地 の 区 分
許可基準に定める農地の区分
の該当事項
該当事項とした判断理由
（申請に係る農地の営農条件
及び周辺の市街地化の状況を
記載すること）

転用候補地内の農地の 農用地区域内農地 甲種農地 第１種農地 第２種農地 第３種農地 農地の合計面積 （参考)全体面積
区分別面積及びその割 面積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
合 割合 ％ ％ ％ ％ ％ ％ 100％

事 業 の 種 類 事 業 施 行 者 施 行 面 積 申請地に関係 施 行 時 期 申請地に関係する
特定土地改良 する面積 土地改良財産
事業等関係

申請に係る土地と都市計画 都市計画区域決定の有無 計画区域内 計画区域外 （告示 年 月 日）
との関係 都市計画法第８条の地域地区 地域地区の種類

の決定 決定なし
申請に係る土地と農業振興 農業振興地域決定の有無 振興地域内 振興地域外 （告示 年 月 日）
地域整備計画との関係 農 用 地 区 域 決 定 の 有 無 農用地区域内 農用地区域外 （決定 年 月 日）
転用目的
転用目的に係る事業又 名称 棟数 建設面積 所要面積
は施設の概要 土地造成 ㎡

建 築 物 棟 ㎡ ㎡
小 計 棟 ㎡ ㎡
工 作 物 棟 ㎡ ㎡
小 計 棟 ㎡ ㎡
合 計 棟 ㎡ ㎡

転用事業の実施の確実性の概要及び周辺農地への被
害を防除するための措置等の妥当性の概要

農業上の土地利用との調整を了している場合等にお
いては、その概要
許可条項及び説明

付すべき条件

協議に際して特記すべき事項

記載要領

１ 「農地の区分」欄には、「農地法の運用について」（平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農
振第1598号農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知。以下「運用通知」という。）第２の１に規
定する農用地区域内農地、甲種農地、第１種農地、第２種農地又は第３種農地の別を記載する。

２ 「農地の区分」欄の「許可基準に定める農地の区分の該当事項」欄には、運用通知の区分に従い、
例えば、第１種農地にあっては「運用通知第２の１の(1)のイの(ｱ)のａ」のように、第２種農地に
あっては「運用通知第２の１の(1)のオの(ｱ)のａの(a)」のように記載する。

３ 「農業上の土地利用との調整を了している場合等においては、その概要」欄には、調整した土地
利用計画等の名称、調整経緯等を記載する。

４ 「協議に際して特記すべき事項」欄については、都道府県知事等が許可の適否の決定に際し特に
協議しておくべき事項を記載する。



様式例第４号の８

農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出書

年 月 日

農業委員会会長 殿

届出者

下記のとおり農地を転用したいので、農地法第４条第１項第７号の規定により届け出ます。

記

１ 届出者の住所等 住 所

土地の所在 地 番 地 目 面 積 土地所有者 耕 作 者

２ 土地の所在等 登記簿 現 況 氏 名 住 所 氏 名 住 所

計 ㎡（田 ㎡ 畑 ㎡）

転用の目的

３ 転用計画 転用の時期 工事着工時期

工事完了時期

転用の目的に係る事業又

は施設の概要

４ 転用することによって

生ずる付近の農地、作物

等の被害の防除施設の概

要

（記載要領）

１ 届出者が法人である場合には、「氏名」欄にその名称及び代表者の氏名を、「住所」欄にその主たる事

務所の所在地を、それぞれ記載してください。

２ 「転用の目的に係る事業又は施設の概要」欄には、事業又は施設の種類、数量及び面積、その事業又は

施設に係る取水又は排水施設等について具体的に記入してください。



様式例第４号の９

農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出書

年 月 日

農業委員会会長 殿

譲受人 氏名

譲渡人 氏名

下記のとおり転用のため農地（採草放牧地）の権利を設定（移転）したいので、農地法第５条第１項第

６号の規定により届け出ます。

記

当事者の別 氏 名 住 所

１ 当事者の住所等 譲 受 人

譲 渡 人

土地の所在 地 番 地 目 面 積 土地所有者 耕 作 者

２ 土地の所在等 登記簿 現 況 氏 名 住 所 氏 名 住 所

計 ㎡（田 ㎡ 畑 ㎡ 採草放牧地 ㎡）

３ 権利を設定し又は移転 権利の種類 権利の設定、権利の設定、移転 権利の存続期間 その他

しようとする契約の内容 移転の別 の時期

４ 転用計画 転用の目的

転用の時期 工事着工時期

工事完了時期

転用の目的に係る事業又

は施設の概要

５ 転用することによって

生ずる付近の農地、作物

等の被害の防除施設の概

要

（記載要領）

１ 当事者が法人である場合には、「氏名」欄にその名称及び代表者の氏名を、「住所」欄にその主たる事

務所の所在地を、それぞれ記載してください。

２ 譲渡人が２人以上である場合には、届出書の差出人は「譲受人何某」及び「譲渡人何某外何名」

とし、届出書の１及び２の欄には「別紙記載のとおり」と記載して申請することができるものとし

ます。この場合の別紙の様式は、次の別紙１及び別紙２のとおりとします。

３ 「転用の目的に係る事業又は施設の概要」欄には、事業又は施設の種類、数量及び面積、その事業又は

施設に係る取水又は排水施設等について具体的に記入してください。



（別紙１） 届出書の１の欄 当事者の住所等

当事者の別 氏 名 住 所

譲 受 人

譲 渡 人

（別紙２） 届出書の２の欄 届け出ようとする土地の所在等

地 目 土地所有者 耕作者
譲渡人の氏名 所 在 地 番 面 積

登記簿 現 況 氏 名 住 所 氏 名 住 所
㎡

計 筆 ㎡ （田 ㎡、畑 ㎡、採草放牧地 ㎡）

（記載要領） 本表は、（別紙１）の譲渡人の順に名寄せして記載してください。



様式例第４号の10

受 理 通 知 書

届出者名

番 号

年 月 日

農 業 委 員 会 会 長

○○年○○月○○日付けをもって届出書の提出があった農地法第４条第１項第７号（第５

条第１項第６号）の規定による届出についてはこれを受理し、○○年○○月○○日にその効

力が生じたので、農地法施行令第３条第２項（第10条第２項）の規定により通知します。

１ 届出者の氏名等 氏 名 住 所

土地の所在 地 番 地 目 面 積

２ 土地の所在等 登記簿 現 況

㎡

権利の種類及び設

定又は移転の別

３ 届出書が到達した日

４ 届出に係る転用の目

的

（記載要領）

１ 届出者が法人である場合には、「氏名」欄にその名称及び代表者の氏名を、「住所」

欄にその主たる事務所の所在地を、それぞれ記載する。

２ 届出の効力発生日は、届出書が到達した日であるので、その日付けを記入する。



様式例第４号の11
違 反 転 用 事 案 報 告

年 月 日
都道府県知事又は市町村長 殿

市町村農業委員会
農地法第51条第１項第 号に該当する事案が発生したので、次のとおり報告する。
調査年月日 年 月 日 違反転用発生年月日 年 月 日
違反転用の内容
違反転用に関係 土地の所在 地番 地目 面積
する土地の所在 登記簿 現況
等

関係者の種類 氏名及び名称 住 所 職 業 備 考
違反転用に係る 土地所有者
関係者の氏名、 一般承継人
住所及び職業 転得者

工事請負人
工事下請人

許可年月日
転用許可処分の 許可権者
内容 許可に係る転用目的

許可に付した条件
許可を受けた転用事 氏 名 住 所 職 業
業者の氏名、住所及
び職業

違反転用に至る
までの経過
付近の農林水産
業又は生活環境
への被害の状況
違反転用に関し
て他の法令等に
より許認可等を
要する場合はそ
の手続等の状況

（農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域又は農用地区域、都市
土地利用計画と 計画法に基づく市街化区域又は市街化調整区域、工場立地法に基づく調査対象団
の関係 地その他の土地利用計画との関連及び影響の有無について記載する。）

特定土地改良事 事業の種類 事業施行者 施行面積 違反転用に関する面積 施行時期
業等の実施状況
関係者からの事
情聴取の内容
農業委員会のと
った措置
農業委員会の意
見
その他参考とな
るべき事項

（添付書類） １ 登記事項証明書（全部事項証明書に限る。）
２ 位置図及び周辺状況図



様式例第４号の12

勧 告 書

番 号

年 月 日

違反転用者名

都道府県知事又は市町村長

貴殿は、次のとおり、農地法第51条第１項第○号に該当しているので、○○年○○月○○

日までに工事その他の行為を停止してください。（又は原状回復その他違反を是正するために

必要な措置をしてください。）

期日までにこれに応じない場合には、同項による処分（命令）を行う方針です。

地 目

違反行為に係る 土地の所在 地 番 面 積

土地の所在等 登記簿 現 況

法第51条第1項

に該当する内容

及びその理由



様式第４号の13

処 分 書

番 号

年 月 日

違反転用者名

都道府県知事又は市町村長

農地法第51条第１項の規定により次のとおり処分します。

処分の内容

処分を行う

理由



様式例第４号の14

命 令 書

番 号

年 月 日

違反転用者名

都道府県知事又は市町村長

農地法第51条第１項の規定により次のとおり措置することを命じます。

停止すべき行為又は

講ずべき原状回復等

の措置の内容

原状回復等の措置の

履行期限 年 月 日

命令を行う理由

（留意事項）

１ 原状回復等の措置の履行を完了したときは、遅滞なくその旨を書面により農業委員会

を経由して当職あて届け出てください。

２ 原状回復等の措置の履行を定められた期間までに完了することができなかったとき

は、その理由及び原状回復等の措置の履行状況についての報告書を農業委員会を経由し

て当職あて提出してください。

３ 履行期限までに原状回復等の措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講

ずる見込みがないときは、農地法第51条第３項の規定により原状回復等の措置の全部又

は一部を当職において行うことがあります。

４ 当職において原状回復等の措置の全部又は一部を行った場合には、その費用を貴殿（御

社）から徴収することがあります。

（記載要領）

１ 行為の停止を命ずる場合には、直ちに行為を停止するよう命ずることとなるため、

「原状回復等の措置の履行期限」欄には記載する必要はない。

２ 「（留意事項）」は、原状回復等の措置を講ずる旨の命令を行う場合に記載する。



様式例第４号の15

事 業 進 捗 状 況 管 理 表

都道府県名又は市町村名

（○○年１月～12月許可分）

番 転用面積 転用事業 事業完了 進捗報告 完 了 備考
許可年月日 土地の所在 地番

号 （㎡） 者名 予定時期 第１回 第２回 ・・・・・ 報 告

年 月 日 年 月 日
１ 年 月 日 ○○県○○ ○○番 ○○○ ㈱○○○ 年 月 日 年 月 日

市○○町 進捗率○％ 進捗率○％

２

３

～

××

××

××

（記載要領）

１ 本表は、毎年１月から12月までに行った農地転用許可事案について作成する。

２ 「進捗報告」欄には、許可条件に基づき報告される進捗状況について、報告のあった都度、報告年月日及び進捗率を記載する。

また、許可条件に基づき転用事業の完了報告が行われるまで、「進捗報告」欄を追加する。

３ 「備考」欄には、事業計画どおりに転用事業が完了しない場合の是正指導の実施状況を記載する。



様式例第５号の１

農地所有適格法人報告書

年 月 日

農業委員会会長 殿

主たる事務所の所在地

名称及び代表者氏名

下記のとおり農地法第６条第１項の規定に基づき報告します。

記

１ 法人の概要

法人の名称及び代表者の氏名

主たる事務所の所在地

所有農地の有無 有 ・ 無

田
経営面積（ha)

畑

採草放牧地

法人形態

２ 農地法第２条第３項第１号関係

(1) 事業の種類

農業 左記農業に該当しない事業
区分 の内容

生産する農畜産物 関連事業等の内容

実績

翌事業年度の計画

(2) 売上高

年度 農業 左記農業に該当しない事業

報告対象年度の２年前（実績）

報告対象年度の１年前（実績）

報告対象年度（実績）

翌事業年度の計画



３ 農地法第２条第３項第２号関係

構成員全ての状況

(1) 農業関係者(権利提供者、常時従事者、農作業委託者、農地中間管理機構、地方公共団体、

農業協同組合、投資円滑化法に基づく承認会社等)

構成員が個人の場合は以下のいずれかの状況

氏名又は名称 住所又は主たる 国籍等 議決権 農地等の 農業への年間従事 農 作 業
事務所の所在地 在留資 の数 提供面積(㎡) 日数 委託 の

格又は 内容
特別永 権利の 面積 直近実績 翌事業年
住者 種類 度の計画

議決権の数の合計

農業関係者の議決権の割合

その法人の行う農業に必要な年間総労働日数： 日

(2) 農業関係者以外の者（(1)以外の者）

氏名又は名称 住所又は主たる 国籍等 在留資格又は 議決権の数
事務所の所在地 特別永住者

議決権の数の合計

農業関係者以外の者の議決権の割合

（留意事項）

構成員であることを証する書面として、組合員名簿又は株主名簿の写しを添付してください。

なお、農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法（平成14年法律第52号）第

５条に規定する承認会社を構成員とする農地所有適格法人である場合には、「その構成員が承認

会社であることを証する書面」及び「その構成員の株主名簿の写し」を添付してください。



４ 農地法第２条第３項第３号及び第４号関係

(1) 理事、取締役又は業務を執行する社員全ての農業への従事状況

農業への年間従 必要な農作業へ

氏名 住所 国籍等 在留資格 役職 事日数 の年間従事日数

又は特別 直近実績 翌事業年 直近実績 翌事業年

永住者 度の計画 度の計画

(2) 重要な使用人の農業への従事状況

農業への年間従 必要な農作業へ

氏名 住所 国籍等 在留資格 役職 事日数 の年間従事日数

又は特別 直近実績 翌事業年 直近実績 翌事業年

永住者 度の計画 度の計画



（記載要領）

１ 「農業」には、以下に掲げる「関連事業等」を含み、また、農作業のほか、労務管理や市

場開拓等も含みます。

(1) その法人が行う農業に関連する次に掲げる事業

ア 農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工

イ 農畜産物若しくは林産物を変換して得られる電気又は農畜産物若しくは林産物を熱源

とする熱の供給

ウ 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売

エ 農業生産に必要な資材の製造

オ 農作業の受託

カ 農村滞在型余暇活動に利用される施設の設置及び運営並びに農村滞在型余暇活動を行

う者を宿泊させること等農村滞在型余暇活動に必要な役務の提供

キ 農地に支柱を立てて設置する太陽光を電気に変換する設備の下で耕作を行う場合にお

ける当該設備による電気の供給

(2) 農業と併せ行う林業

(3) 農事組合法人が行う共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業

２ 「２(1)事業の種類」の「生産する農畜産物」欄には、法人の生産する農畜産物のうち、粗

収益の50％を超えると認められるものの名称を記載してください。なお、いずれの農畜産物の

粗収益も50％を超えない場合には、粗収益の多いものから順に３つの農畜産物の名称を記載し

てください。

３ 「２(2)売上高」の「農業」欄には、法人の行う耕作又は養畜の事業及び関連事業等の売上

高の合計を記載し、それ以外の事業の売上高については、「左記農業に該当しないの事業」欄

に記載してください。

４ 「３(1)農業関係者」には、農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第５

条に規定する承認会社が法人の構成員に含まれる場合には、その承認会社の株主の氏名又は

名称及び株主ごとの議決権の数を記載してください。

ここで、複数の承認会社が構成員となっている法人にあっては、承認会社ごとに区分して

株主の状況を記載してください。

５ 農地中間管理機構を通じて法人に農地等を提供している者が法人の構成員となっている場

合、「３(1)農業関係者」の「農地等の提供面積（㎡）」の「面積」欄には、その構成員が農地

中間管理機構に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地等のうち、当該農地中間管

理機構が当該法人に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地等の面積を記載してく

ださい。

６ ２、３及び４の翌事業年度の計画の欄は、報告に係る事業年度の翌年度の計画を記載してく

ださい。

７ ２の翌事業年度の計画、３の住所又は主たる事務所の所在地、国籍等及び翌事業年度の計

画並びに４の国籍等及び翌事業年度の計画の各欄については、農地を所有する農地所有適格

法人のみ記載してください（ただし、３の住所又は主たる事務所の所在地及び国籍等の各欄

については、総株主の議決権の100分の５以上を有する株主又は出資の総額の100分の５以上

に相当する出資をしている者に限る。）。

国籍等は、住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第30条の45に規定する国籍等（日本国

籍の場合は、「日本」）を記載するとともに、中長期在留者にあっては在留資格、特別永住者



にあってはその旨を併せて記載してください。法人にあっては、その設立に当たって準拠し

た法令を制定した国（内国法人の場合は、「日本」）を記載してください。

なお、４の（２）については、４の（１）の理事等のうち、法人の農業に従事する者（原

則年間150日以上）であって、かつ、必要な農作業に農地法施行規則第８条に規定する日数（原

則年間60日）以上従事する者がいない場合にのみ記載してください。



様式例第５号の２

農地法施行令第16条第２号の規定による指定書

番 号

年 月 日

土地所有者 住所

氏名 殿

都道府県知事

下記２の土地は農地法施行令第16条第２号の規定により、交換分合の結果、権利を取得した土地

として指定します。

記

１ 土地の所有者の氏名等

氏名 住所

２ 指定する土地

地目
所在・地番 面積(㎡) 備考

登記簿 現 況

３ 交換分合により権利を失った土地

地目
所在・地番 面積(㎡) 備考

登記簿 現 況

（記載要領）

法人である場合は、住所は主たる事務所の所在地を、氏名は法人の名称及び代表者の氏名をそ

れぞれ記載する。



様式例第５号の３

農地所有適格法人要件確認書

法人の名称：

主たる事務所の所在地：

記載年月日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

田

経営面積 畑
（ha）

採草放牧地

法人形態

要件の適否 適 ・ 否 適 ・ 否 適 ・ 否

事 業 農畜産物名
の 種
類 関連事業等名

その他事業名

前々回報告
農

前 回 報 告
売

報 告
業

合 計
上

前々回報告
そ
の 前 回 報 告

高 他
事 報 告

（円） 業
合 計

要件の適否 適 ・ 否 適 ・ 否 適 ・ 否

総数
（ ） （ ） （ ）

構
農地提供者

成 ①

員 農業常時従事者
②

数
農作業委託者

③



農地中間管理機構
④

市町村・農業協同
組合等 ⑤

承認会社（投資円
滑化法第10条）⑥

議決権の状況
（うち市町村・農業協同組

合系統の有する議決権） （ ） （ ） （ ）

①～⑥以外の者
⑦

要件の適否 適 ・ 否 適 ・ 否 適 ・ 否

理事等の総数

農
業 うち農業に常時従事
・ する構成員数 ⑧
農
作 うち農業に常時従事

業 し、かつ農作業に従

従 事する者の数 ⑨

事
の （⑨が「０人」の場
状 合）農業に常時従事 有・無 有・無 有・無
況 し、かつ、農作業に

従事する重要な使用
人の有無

要件の適否 適 ・ 否 適 ・ 否 適 ・ 否

要件を満たさなくなるおそ
れがある事実関係（勧告し
た場合には、翌年に是正状
況等を記載する）

備考

（記載要領）

１ 「法人の名称」は、名称を短縮したり略字を使用することなく、定款に記載されている法人

の正式名称を記載する。

２ 「主たる事務所の所在地」は、株式会社又は持分会社にあっては、定款に記載されている本

店の所在地を記載する。

３ 「法人形態」欄には、株式会社であって株式の譲渡について当該株式会社の承認を要する旨

の規定が定款に定められている法人については、「株式会社（非公開会社）」と記載し、そう

でない株式会社については「株式会社（公開会社）」と記載する。

４ 「事業の種類」の「農畜産物名」欄には、当該事業年度において法人の生産した農畜産物の

うち、粗収益の50％を超えると認められるものの名称を記載する。なお、いずれの農畜産物の



粗収益も50％を超えない場合には、粗収益の多いものから順に３つの農畜産物の名称を記載す

る。

５ 「事業の種類」の「関連事業等名」欄には、当該事業年度において法人の行った次に掲げる

事業に該当する事業の名称を記載する。

(1) 農業と併せ行う林業

(2) 農事組合法人が行う共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業

(3) 耕作又は養畜の事業に関連する次に掲げる事業

ア 農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工

イ 農畜産物若しくは林産物を変換して得られる電気又は農畜産物若しくは林産物を熱源と

する熱の供給

ウ 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売

エ 農業生産に必要な資材の製造

オ 農作業の受託

カ 農村滞在型余暇活動に利用される施設の設置及び運営並びに農村滞在型余暇活動を行う

者を宿泊させること等農村滞在型余暇活動に必要な役務の提供

キ 農地に支柱を立てて設置する太陽光を電気に変換する設備の下で耕作を行う場合におけ

る当該設備による電気の供給

６ 「事業の種類」の「その他事業名」欄には、当該事業年度において法人の行った農地法第２

条第３項第１号に規定する農業（以下同じ。）以外の事業の名称を記載する。

７ 「売上高」欄は、「農業」及び「その他事業」について、前々回報告された売上高、前回報

告された売上高及び今回報告された売上高を、それぞれ記載するとともに、それら３事業年度

分の売上高を合計し「合計」欄に記載する。

８ 「構成員数」欄には、

(1) 「総数」欄は、構成員の総数を記載するとともに、株式会社にあっては括弧内に総株主の

議決権の数を記載する。

(2) 「農地提供者」欄は、農地法第２条第３項第２号イ､ロ、ハ及びニに該当する者の数を記

載する。

「常時従事者」欄は、農地法第２条第３項第２号ホに該当する者の数を記載する。

「農作業委託者」欄は、農地法第２条第３項第２号ヘに該当する者の数を記載する。

「農地中間管理機構」欄は、農地法第２条第３項第２号トに該当する者の数を記載する。

「市町村・農業協同組合等」欄は、農地法第２条第３項第２号チに該当する者の数を記

載する。

「承認会社(投資円滑化法第10条)」欄は、農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関す

る特別措置法（平成14年法律第52号）第５条に規定する承認会社の数を記載する。

また、「議決権の状況」欄は、その承認会社の総株主の議決権の合計を記載し、このうち、

地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会、農林中央金庫又は株式会社日本政策

金融公庫が有する議決権の合計を括弧内に記載する。

なお、複数の承認会社が構成員となっている法人にあっては、承認会社ごとに区分して

議決権の保有状況を記載する。

９ 「農業・農作業従事の状況」欄には、

(1) 「理事等の総数」欄は、農事組合法人にあっては理事、株式会社にあっては取締役、持分

会社にあっては業務を執行する社員（以下「理事等」という。）の実数を記載する。



(2) 「うち農業に常時従事する構成員数」欄は、理事等の総数のうちその法人の行う農業に常

時従事したと認められる構成員の数を記載する。

(3) 「うち農業に常時従事し、かつ農作業に従事する者の数」欄は、理事等のうちその法人の

行う農業に常時従事したと認められる者であって、かつ、法人の行う農業に必要な農作業に

農地法施行規則第８条に規定する日数以上従事したと認められる者の数を記載する。

なお、当欄の対象者は、(2)の欄と異なり、構成員に限られないことに留意すること。

(4) 「農業に常時従事し、かつ、農作業に従事する重要な使用人の有無」欄は、その法人の重

要な使用人（法人の行う農業に関する権限及び責任を有する使用人をいう。）のうちその法

人の行う農業に常時従事したと認められ、かつ、法人の事業に必要な農作業に農地法施行規

則第８条に規定する日数以上従事したと認められる者の有無を記載する。

なお、当欄は、(3)の欄が「０人」の場合に記載する。

10 「要件を満たさなくなるおそれがある事実関係（勧告した場合には、翌年に是正状況等を記

載する）」欄は、農地法第６条第１項の報告書等から、法人が要件を満たさなくなるおそれが

あると判断し同条第２項により是正を勧告した場合に、要件を満たさなくなるおそれがあると

判断した根拠となる事実関係を記載するとともに、是正を勧告した翌年はその是正状況を記載

する。

11 農地所有適格法人が従たる事務所（支店、支所、分場等）において農地又は採草放牧地を耕

作又は養畜の事業に供している場合に、その従たる事務所の所在地を管轄する農業委員会は、

本確認書の各欄について、法人全体の情報を記載する他、併せて、管内に所在する従たる事務

所（支店、支所、分場等）における経営面積、事業の種類、構成員数及び理事等の数を本確認

書の該当する各欄に記載する。



様式例第６号

農地法第６条第２項の規定による勧告書

番 号

年 月 日

主たる事務所の所在地

農地所有適格法人の名称及び代表者の氏名 殿

農業委員会会長

貴法人が農地法第２条第３項に規定する農地所有適格法人の要件を満たさなくなるおそれがある

と認められるので、同法第６条第２項の規定に基づき、下記により、必要な措置を講ずべきことを

勧告します。

なお、この勧告に基づき、貴法人が農地所有適格法人の要件を満たさなくなることのないように

各般の措置を講じながらもその改善が見込めないと判断された場合には、同法第６条第３項の規定

に基づき、その所有する農地又は採草放牧地について所有権の譲渡しをする旨の申出をし、これら

の土地の譲渡しのあっせんを求めることができますので、御留意ください。

記

１ 農地法第２条第３項各号に該当しないと認められる事由

２ 講ずべき必要な措置の内容



様式例第７号の１

農委公示第 号

別紙の土地は、農地法第７条第１項による買収すべき農地又は採草放牧地であると認められる

ので同条第２項の規定に基づき公示する。

年 月 日

農業委員会会長

(別紙）

法 人 の 名 称
代表者の氏名
主たる事務所の所在地

買収すべき土地

大字 字 地番 地目 面積 所有者の氏名又は名称 備考
（㎡） 及び住所

（記載要領）

１ 「買収すべき土地」欄は、その法人若しくはその一般承継人が所有する農地又は採草放牧地

の全部、又はその法人若しくはその一般承継人以外の者が所有する農地又は採草放牧地でその

法人若しくはその一般承継人の耕作若しくは養畜の事業に供されているものの全部について所

有者ごとに一括した形で記載する。

２ 「面積」欄は、登記簿に記載又は記録された地積を記載し、農業委員会が登記簿に記載又は

記録された地積に代わる実測に基づく面積を認定したときは朱書をもって併記する。

３ 相続等により「所有者の氏名又は名称及び住所」欄に記載する所有者と登記名義人とが異な

る土地については、その土地の「備考」欄に登記名義人を記載する。

４ 買収すべき土地が借地でその土地の所有者の所有する竹木があるときは、その種類を「備考」

欄に記載する。



様式例第７号の２

農地法第７条第２項の規定に基づく縦覧

別紙の土地は、農地法第７条第１項による買収すべき農地又は採草放牧地であると認

められるので同条第２項の規定に基づき 年 月 日から 年 月 日まで当農業委員

会事務所において縦覧に供する。

年 月 日

農業委員会会長

（別紙）

法 人 の 名 称
代表者の氏名
主たる事務所の所在地

買収すべき土地

大字 字 地番 地目 面積 所有者の氏名又は名称 備考
（㎡） 及び住所

（記載要領）

１ 別紙は、様式例第７号の１により公示した別紙による。

２ 縦覧に供する期間は、公示の日の翌日から起算して１か月とする。



様式例第７号の３

農地法第７条第２項の規定に基づく公示に係る通知

番 号

年 月 日

主たる事務所の所在地

法人の名称及び代表者氏名 殿

農業委員会会長

別紙のとおり、 年 月 日付けで農地法第７条第２項の規定に基づく公示をしましたので、

その旨を通知します。

（別紙）

法 人の 名称

代表者の氏名

主たる事務所の所在地

買収すべき土地

大字 字 地番 地目 面積 所有者の氏名又は名称 備考

（㎡） 及び住所

（記載要領）

別紙は、様式例第７号の１により公示した別紙による。



様式例第７号の４（法人あて）

農地法第７条第３項の規定に基づく通知

番 号

年 月 日

主たる事務所の所在地

法人の名称及び代表者氏名 殿

農業委員会会長

貴法人所有地のうち下記１の土地については、農地法第７条第１項の規定により買収すべき

農地又は採草放牧地と認められるので、同条第３項の規定に基づき通知します。

なお、下記２の期間内に農地法第２条第３項各号に掲げる要件のすべてを満たすに至った旨

の同法第７条第５項の規定による届出があり、かつ、審査の結果、その届出が真実であると認

められるときは、当該農地又は採草放牧地は買収すべき土地ではなくなりますので、期間内に

当該届出を別紙により行ってください。

御不明の点については、農業委員会にお問い合わせください。

記

１ 買収すべき農地又は採草放牧地

大字 字 地番 地目 面積（㎡）

２ 届出に係る期間

年 月 日から 年 月 日まで

（記載要領）

別紙は様式例第７号の５を添付する。



（法人が賃借権等を取得している農地等の所有者あて）

農地法第７条第３項の規定に基づく通知

番 号

年 月 日

住所

氏名 殿

農業委員会会長

貴殿所有地のうち下記１の土地については、農地法第７条第１項の規定により買収すべき農

地又は採草放牧地であると認められるので、同条第３項の規定に基づき通知します。

なお、当該土地につき賃借権等を取得している法人から、 年 月 日から 年 月 日ま

での間に、農地法第２条第３項各号に掲げる要件のすべてを満たすに至った旨の同法第７条第

５項の規定による届出があり、審査の結果、その届出が真実であると認められるときは、買収

すべき土地ではなくなります。

また、下記の２の期間に、所有権の譲渡しをし、地上権若しくは永小作権の消滅をさせ、使

用貸借の解除等をし、合意による解約をし、若しくは返還の請求をし、賃貸借の解除等をし、

解約の申入れをし、合意による解約をし、若しくは賃貸借の更新をしない旨の通知をし、又は

その他の使用及び収益を目的とする権利を消滅させたときは、当該農地又は採草放牧地は農地

法第７条第１項の規定に基づく買収をしないこととなります。

所有権の譲渡、賃貸借の解除等については農地法第３条第１項又は同法第18条第１項の許可

が必要であり、御不明の点については、農業委員会にお問い合わせください。

記

１ 買収すべき農地又は採草放牧地

大字 字 地番 地目 面積（㎡）

２ 所有権の譲渡、賃貸借の解除等の期間

年 月 日から 年 月 日まで

ただし、当該土地につき賃借権等を取得している法人から農地法第７条第５項の規定に

よる届出があり、これにつき同条第６項の規定による公示があった場合における期間満了

の日は、その公示の日の翌日から起算して３か月以内となります。

（記載要領）

通知の相手方が法人である場合には、住所は主たる事務所の所在地を、氏名は法人の名称

及び代表者の氏名をそれぞれ記載する。



様式例第７号の４の２

農地所有適格法人が耕作又は養畜の事業に供していた農地等の所有者の探索について

年 月 日

住所

氏名 殿

農業委員会会長

農地法第７条第１項に基づき○○農地所有適格法人が耕作又は養畜の事業に供していた農地

等につき国が買収すべきものと認め、同条第２項に基づき 年 月 日から公示しまし

た。

公示した下記の農地等については、所有者を直ちに確知することができなかったことから、

農地法施行令（昭和27年政令第445号）第18条に基づき、不確知所有者に関する情報の探索を

行いました。その結果、貴殿が当該農地等に関する所有権の権利の共有持分を有する可能性が

あることが分かったことから本書類をお送りしております。

つきましては、貴殿が所有権の共有持分を有する場合には、その旨を別紙により○月○日

（※）までに御返信ください（期日までに御返信がない場合には確知できなかったものとして

取り扱わせていただきます）。

記

［農地等の所在等］

農地等の所在・地番 地目 面積（㎡）

（備考）

１ 農地等の所在等欄は、必要に応じ、行を加除することができます。

２ ※については、書面の送付後２週間を経過した日を記載してください。



農地所有適格法人が耕作又は養畜の事業に供していた農地等の所有者の探索について（回答）

年 月 日

○○農業委員会会長 殿

住所：

氏名：

私は、○年○月○日付で○○農業委員会会長から照会があった下記農地等について、所有権

の共有持分を有する者であることを申し出ます。

記

農地等の所在等

所在・地番 地目 面積（㎡）

（記載要領）

届出者が法人である場合は、住所は主たる事務所の所在地を、氏名は法人の名称及び代表

者の氏名をそれぞれ記載してください。



様式例第７号の５

農地法第７条第５項の規定に基づく届出

年 月 日

農業委員会会長 殿

主たる事務所の所在地

名称及び代表者氏名

下記のとおり、農地法第２条第３項各号に掲げる要件の全てを満たすに至った旨の届出を同法第

７条第５項の規定に基づき行います。

記

１ 法人の概要

法人の名称及び代表者の氏名

主たる事務所の所在地

田
経営面積（ha)

畑

採草放牧地

法人形態

２ 農地法第２条第３項第１号関係

(1) 農地法第７条第２項の公示時

ア 事業の種類

農業
左記農業に該当しない事業の内容

生産する農畜産物 関連事業等の内容

イ 売上高

年度 農業 左記農業に該当しない事業

３年前（実績）

２年前（実績）

１年前（実績）

公示日の属する年

（実績又は見込み）



(2) 農地法第７条第５項の届出時

ア 事業の種類

農業
左記農業に該当しない事業の内容

生産する農畜産物 関連事業等の内容

イ 売上高

年度 農業 左記農業に該当しない事業

届出日の属する年

（実績又は見込み）

２年目（見込み）

３年目（見込み）

(3) 要件を満たすためにとった措置の詳細

３ 農地法第２条第３項第２号関係

(1) 農地法第７条第２項の公示時

構成員全ての状況

ア 農業関係者（権利提供者、常時従事者、農作業委託者、農地中間管理機構、地方公共団体、

農業協同組合、投資円滑化法に基づく承認会社等）

構成員が個人の場合は以下のいずれかの状況

氏名又は名称 議決権の数 農地等の提供面積（㎡） 農業への年間従事日数 農作業委託の内容

権利の種類 面積 直近実績 見込み

その法人の行う農業に必要な年間総労働日数： 日

議決権の数の合計

農業関係者の議決権の割合

イ 農業関係者以外の者（ア以外の者）

氏名又は名称 議決権の数

議決権の数の合計

農業関係者以外の者の議決権の割合



（留意事項）

構成員であることを証する書面として、組合員名簿又は株主名簿の写しを添付してください。

なお、農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法（平成14年法律第52号）第５

条に規定する承認会社を構成員とする農地所有適格法人である場合には、「その構成員が承認会

社であることを証する書面」及び「その構成員の株主名簿の写し」を添付してください。

また、同承認会社又は同法第５条に規定する承認組合であって同法第10条第２項の規定の適用

を受けるものを構成員とする農地所有適格法人である場合には、「その構成員が承認会社又は承

認組合であることを証する書面」を添付してください。

(2) 農地法第７条第５項の届出時

構成員全ての状況

ア 農業関係者（権利提供者、常時従事者、農作業委託者、農地中間管理機構、地方公共団体、

農業協同組合、投資円滑化法に基づく承認会社等）

構成員が個人の場合は以下のいずれかの状況

氏名又は名称 議決権の数 農地等の提供面積(㎡) 農業への年間従事日数 農作業委託の内容

権利の種類 面積 直近実績 見込み

その法人の行う農業に必要な年間総労働日数： 日

議決権の数の合計

農業関係者の議決権の割合

イ 農業関係者以外の者（ア以外の者）

氏名又は名称 議決権の数

議決権の数の合計

農業関係者以外の者の議決権の割合

（留意事項）

構成員であることを証する書面として、組合員名簿又は株主名簿の写しを添付してください。

なお、農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法（平成14年法律第52号）第５

条に規定する承認会社を構成員とする農地所有適格法人である場合には、「その構成員が承認会

社であることを証する書面」及び「その構成員の株主名簿の写し」を添付してください。

(3) 要件を満たすためにとった措置の詳細

４ 農地法第２条第３項第３号関係

(1) 農地法第７条第２項の公示時

ア 理事、取締役又は業務を執行する社員全ての農業への従事状況



農業への年間従事日数
氏名 住所 役職 必要な農作業への年間従

事日数
直近実績 見込み 直近実績 見込み

イ 重要な使用人の農業への従事状況

農業への年間従事日数
氏名 住所 役職 必要な農作業への年間従

事日数
直近実績 見込み 直近実績 見込み

（イについては、アの理事等のうち、法人の農業に常時従事する者（原則年間150日以上）

であって、かつ、必要な農作業に農地法施行規則第８条に規定する日数（原則年間60日）以上

従事する者がいない場合にのみ記載してください。）

(2) 農地法第７条第５項の届出時

ア 理事、取締役又は業務を執行する社員全ての農業への従事状況

農業への年間従事日数
氏名 住所 役職 必要な農作業への年間従

事日数
直近実績 見込み 直近実績 見込み

イ 重要な使用人の農業への従事状況

農業への年間従事日数
氏名 住所 役職 必要な農作業への年間従

事日数
直近実績 見込み 直近実績 見込み

（イについては、アの理事等のうち、法人の農業に常時従事する者（原則年間150日以上）

であって、かつ、必要な農作業に農地法施行規則第８条に規定する日数（原則年間60日）以上

従事する者がいない場合にのみ記載してください。）

(3) 要件を満たすためにとった措置の詳細

（記載要領）

１ 「農業」には、以下に掲げる「関連事業等」を含み、また、農作業のほか、労務管理や市場



開拓等も含みます。

(1) その法人が行う農業に関連する次に掲げる事業

ア 農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工

イ 農畜産物若しくは林産物を変換して得られる電気又は農畜産物若しくは林産物を熱源と

する熱の供給

ウ 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売

エ 農業生産に必要な資材の製造

オ 農作業の受託

カ 農村滞在型余暇活動に利用される施設の設置及び運営並びに農村滞在型余暇活動を行う

者を宿泊させること等農村滞在型余暇活動に必要な役務の提供

キ 農地に支柱を立てて設置する太陽光を電気に変換する設備の下で耕作を行う場合におけ

る当該設備による電気の供給

(2) 農業と併せ行う林業

(3) 農事組合法人が行う共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業

２ 「生産する農畜産物」欄には、法人の生産する農畜産物のうち、粗収益の50％を超えると認

められるものの名称を記載してください。なお、いずれの農畜産物の粗収益も50％を超えない

場合には、粗収益の多いものから順に３つの農畜産物の名称を記載してください。

３ 「売上高」の「農業」欄には、法人の行う耕作又は養畜の事業及び関連事業等の売上高の合

計を記載し、それ以外の事業の売上高については、「左記農業に該当しないの事業」欄に記載

してください。実績はその法人の決算に基づき記載し、実績がない場合は空欄としてください。

４ 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第５条に規定する承認会社が法人

の構成員に含まれる場合には、その承認会社の株主の氏名又は名称及び株主ごとの議決権の数

を記載してください。

複数の承認会社が構成員となっている法人にあっては、承認会社ごとに区分して株主の状況

を記載してください。

５ 農地中間管理機構を通じて法人に農地等を提供している者が法人の構成員となっている場

合、「３(1)ア農業関係者」及び「３(2)ア農業関係者」の「農地等の提供面積（㎡）」の「面積」

欄には、その構成員が農地中間管理機構に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地

等のうち、当該農地中間管理機構が当該法人に使用貸借による権利又は賃借権を設定している

農地等の面積を記載してください。



様式例第７号の６

農地法第７条第５項の規定に基づく届出がなかった旨の通知

番 号

年 月 日

主たる事務所の所在地

法人の名称及び代表者氏名 殿

農業委員会会長

年 月 日付け第 号をもって農地法第７条第３項の規定に基づく通知を行った

ところですが、貴法人から同条第５項の規定に基づく届出が 年 月 日から 年 月

日の間になかったので、その旨を通知します。

貴法人が、農地法第７条第３項の規定に基づく通知に係る農地又は採草放牧地につい

て、 年 月 日から 年 月 日の間に所有権の譲渡をし、地上権若しくは永小作権

の消滅をさせ、使用貸借の解除をし、合意による解約をし、若しくは返還の請求をし、

賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、若しくは賃貸借の更新を

しない旨の通知をし、又はその他の使用及び収益を目的とする権利を消滅させたときは、

当該農地又は採草放牧地は、同条第１項の規定に基づく買収をしないこととなります。

なお、所有権の譲渡、賃貸借の解除等については農地法第３条第１項又は同法第18条

第１項の許可が必要であり、御不明の点については、農業委員会にお問い合わせくださ

い。



様式例第７号の７

農委公示第 号

農地法第７条第１項の規定に基づき 年 月 日付け農委公示第 号を公示した

が、同条第５項の規定に基づく届出があり、審査の結果、その届出が真実であると認め

られることから、同項の規定に基づき農委公示第 号は取り消すものとする。

年 月 日

農業委員会会長



様式例第７号の８

農委公示第 号

農地法第７条第１項の規定に基づき 年 月 日付け農委公示第 号を公示した

が、同条第５項の規定による届出があり、審査の結果、その届出が真実であると認めら

れないことから、同条第６項の規定に基づきその旨を公示する。

年 月 日

農業委員会会長



様式例第７号の９

農地法第７条第５項の規定に基づく公示の取消しに係る通知

番 号

年 月 日

主たる事務所の所在地

法人の名称及び代表者氏名 殿

農業委員会会長

農地法第７条第３項の規定に基づき 年 月 日付けの通知を行ったところですが、

貴法人から同条第５項の規定に基づく届出があり、審査の結果、その届出が真実である

と認められることから、同項の規定に基づき農委公示第 号を取り消したのでその旨

を通知します。



様式例第７号の10

農地法第７条第６項の規定に基づく公示に係る通知

番 号

年 月 日

主たる事務所の所在地

法人の名称及び代表者氏名 殿

農業委員会会長

年 月 日付け第 号をもって農地法第７条第３項の規定に基づく通知を行った

ところですが、貴法人から同条第５項の規定に基づく届出があり、審査の結果、その届

出が真実と認められないことから、同条第６項の規定に基づき公示したので、その旨を

通知します。

貴法人が、農地法第７条第３項の規定に基づく通知に係る農地又は採草放牧地につい

て、 年 月 日から 年 月 日の間に所有権の譲渡をし、地上権若しくは永小作権

の消滅をさせ、使用貸借の解除をし、合意による解約をし、若しくは返還の請求をし、

賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、若しくは賃貸借の更新を

しない旨の通知をし、又はその他の使用及び収益を目的とする権利を消滅させたときは、

当該農地又は採草放牧地は、同条第１項の規定に基づく買収をしないこととなります。

なお、所有権の譲渡、賃貸借の解除等については農地法第３条第１項又は同法第18条

第１項の許可が必要であり、御不明の点については、農業委員会にお問い合わせくださ

い。



様式例第７号の11

（第１号）

（表紙）

買 収 計 画 書

（第 号） 表紙共 枚

農業委員会会長

（表紙裏面） 総 括

農地 採草放 附帯施設

牧地 合計

田 畑 計 農地等 建物 立木 その他の

以外の 農業用施

土地 設

面積（㎡）

又 は 数 量

（棟、㎥）

対価（円）



（第２号）農地・採草放牧地

住所

所有者

氏名又は名称

土地の表示 担保権の内容 仮登記上の権利 仮処分の執行に係る権利 賃借権等の内容

対価

○○郡○○市区町村 担保権者 種の 順 被及 権利者 仮年 権利者 権年 権利の相手方 権 使 借及

類設 担び 登月 利月 利 用 受び 備考

大 字 地 登 面 土 竹 住 氏名 及定 保弁 住 氏名 記日 住 氏名 の日 住 氏 名 の 料 の期

字 番 記 積 地 木 所 名称 び年 債済 所 名称 の 所 名称 設 所 名 称 種 始間

簿 又 担月 位 権期 又 設 又 定 又 類 期

地 （㎡）（円）（円） は 保日 額日 は 定 は は

目 権

田畑小計

採草放牧

地小計



（第３号）農地・採草放牧地以外の土地（第２号に準ずる）

（第４号）建物その他の工作物

住所

所有者

氏名又は名称

物件の表示 担保権の内容 仮登記上の権利 仮処分の執行に係る権利

○○郡○○市区町村 担保権者 種類及 順位 被担保 権利者 仮年 権利者 権年

対価 び担保 債権額 登月 利月

大字 字 地番 種類 構造又 床面積 住所 氏 名 又 権の設 及び弁 住所 氏名又は 記日 住所 氏 名 又 の日 備考

は銘柄 又は数 は名称 定年月 済期日 名称 の は名称 設

量（㎡、 日 設 定

棟） （円） 定

小計



（第５号）立木

住所

所有者

氏名又は名称

物件の表示

○○郡○○市区町村 対価 備考

大字 字 地番 樹種 数量 樹令 （円）

小計

（第６号）水の使用に関する権利

住所

所有者

氏名又は名称

内容 対価（円） 備考

小計

（記載要領）

１ この買収計画書は、その土地の所有者ごとに作成し、同一世帯に二人以上の所有者

がある場合は、各所有者ごとに別紙として作成する。

農地及び採草放牧地は、別様にすることなく、それぞれ一括して記載する。

同一所有者の所有地の上に、先取特権、質権若しくは抵当権又は所有権に関する仮登

記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権利（以下「担保権等」という。）がある場合、

当該土地は別紙として作成する。

２ 「所有者」欄は、所有者が法人である場合、主たる事務所の所在地、法人の名称及

び代表者の氏名を記載する。

３ 附帯施設を買収するときは、土地、建物その他の工作物、立木又は水の使用に関す

る権利の別に作成し、農業上の利用のため特に必要と認める理由を「備考」欄に記載す

る。

４ 一筆の土地の一部を買収するときは、あらかじめ分筆しておくことが望ましいが、

やむを得ない場合には「備考」欄にその旨を記載し、土地の確定に必要な実測図を添付

する。

５ 土地の表示並びに所有者の住所及び氏名又は名称が登記簿の記載又は記録と一致し

ていない場合は、「土地の表示」欄及び「所有者」欄に、登記簿の記載又は記録を併せ

て朱書きで記載する。また、農業委員会が登記簿に記載又は記録された地積に代わる実

測面積を認定したときは、「面積」欄にこれを併せて朱書きで記載する。



６ 「対価」欄は、地方農政局長（北海道にあっては農林水産大臣、沖縄県にあっては

内閣府沖縄総合事務局長。）が買収令書を作成する際に記載する。その土地の上に土地

所有者の所有する果樹、茶園、桑樹等の竹木がある場合には、その数量、種類、樹齢等

を「備考」欄に記載する。

７ 「担保権の内容」欄は、その土地の上にある先取特権、質権又は抵当権の各権利ご

とに内容（担保権者の住所及び氏名又は名称、担保権の種類、担保権の設定年月日、順

位、被担保債権額、被担保債権の弁済期日）を記載する。債務者がその土地の所有者以

外のときは、その住所及び氏名又は名称を「備考」欄に記載する。

「仮登記上の権利」の「仮登記の設定年月日」欄は、その土地につき所有権に関する

仮登記上の権利の設定年月日のほか、不動産登記法（平成16年法律第123号）第105条第

１号又は第２号の別を記載する。

８ その土地が年賦償還中のものについては、年賦未済元金を市町村に連絡して「備考」

欄に記載する。

９ 「賃借権等の内容」欄は、その土地に地上権、永小作権、質権、使用貸借による権

利又は賃借権等があるときは、それらの権利の内容を記載する。

10 過失がなくてその土地の所有者を確知することができないため、農地法第７条第２

項各号のに掲げる事項を通知しなかった場合には、その事由を記載する。

11 その土地が差押中であるときは、「備考」欄に差押中である旨及び差押債権者の氏名

又は名称（国税滞納処分による差押中であるときは徴税庁の名称）を記載する。



様式例第７号の12

農地法第８条第２項の規定に基づく通知

番 号

年 月 日

住所

氏名 殿

農業委員会会長

貴殿が先取特権、質権若しくは抵当権又は所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮

処分の執行に関する権利を有する下記の土地について農地法第７条第１項の規定による

買収を行うこととなりましたので、対価の供託の要否を 年 月 日までに地方農政局

長に申し出ることが必要であることを同法第８条第２項の規定に基づき通知します。

記

１ 買収に係る土地の所有者の氏名又は名称及び住所

２ 買収に係る土地の所在、地番、地目及び面積

３ その他必要な事項

（記載要領）

１ 通知の相手方が法人である場合には、住所は主たる事務所の所在地を、氏名は法

人の名称及び代表者の氏名をそれぞれ記載する。

２ 「地方農政局長」とあるのは、北海道にあっては「農林水産大臣」、沖縄県にあ

っては「内閣府沖縄総合事務局長」とする。



様式例第７号の13

農委公示第 号

農地法第９条第１項の規定に基づき地方農政局長から下記の土地に係る買収令書の謄

本の交付を受けたので、同条第３項の規定に基づきその旨を公示する。

年 月 日

農業委員会会長

記

土地の表示 所有者の住 買収の期日 備考

所及び氏名

市町村 大字 字 地番 登記簿地目 面積 又は名称

（㎡）

（記載要領）

１ 「地方農政局長」とあるのは、北海道にあっては「農林水産大臣」、沖縄県にあ

っては「内閣府沖縄総合事務局長」とする。

２ 別添として地方農政局長から交付を受けた買収令書の謄本を添付する。



様式例第７号の14

農地法第９条第３項の規定に基づく縦覧

別添のとおり地方農政局長から買収令書の謄本の交付を受けたので、農地法第９条第

３項の規定に基づき 年 月 日から 年 月 日までの間当農業委員会事務所におい

て縦覧に供する。

年 月 日

農業委員会会長

（記載要領）

１ 「地方農政局長」とあるのは、北海道にあっては「農林水産大臣」、沖縄県にあ

っては「内閣府沖縄総合事務局長」とする。

２ 別添として地方農政局長から交付を受けた買収令書の謄本を添付する。



様式例第７号の15

買 収 令 書

番 号 年 月 日

所有者 住所

氏名 殿

登記名義人 住所

氏名

地方農政局長

農地法第７条及び第12条の規定による買収を下記により行います。

買収の期日 年 月 日

農地 採草放牧地 附帯施設 計

対価の支払額

円 円 円 円

対価の支払方法

買収に係る農地又は採草放牧地及び附帯 別紙のとおり

施設

○ その農地又は採草放牧地の所有者の氏名又は

名称及び住所

○ その農地又は採草放牧地の所在、地番、地目

及び面積

○ その農地又は採草放牧地の上に先取特権、質

権若しくは抵当権がある場合又はその農地若し

くは採草放牧地につき所有権に関する仮登記上

の権利若しくは仮処分の執行に係る権利がある

場合には、これらの権利の種類並びにこれらの

権利を有する者の氏名又は名称及び住所

未償還元金 利子 計

農地等売渡対価の未償還元金及び利子

円 円 円

支払額内訳

氏名 支払額 備考 氏名 支払額 備考

（裏面）
（留意事項）

１ この買収令書は農地法第９条及び第12条の規定により交付されるものです。

２ 買収の期日までに国が対価の支払又は供託をしたときは、買収に係る農地又は採草放牧地及び附帯施設の所有

権は、その期日に国が取得します。

また、その農地又は採草放牧地及び附帯施設の上にある先取得権、質権及び抵当権並びにその農地又は採草放

牧地及び附帯施設についての所有権に関する仮登記上の権利は消滅し、その農地又は採草放牧地及び附帯施設に

ついての所有権に関する仮処分の執行はその効力を失うことになります。



３ 国が買収の期日までに対価の支払又は供託をしないときは、この買収令書は効力を失います。

国が会計法（昭和22年法律第35号）第21条第１項の規定により、対価の支払に必要な資金を日本銀行に送金の

手続をさせ、その旨をその土地の所有者に通知したときは、その通知が到達した時が対価の支払をしたときとみ

なされます。

４ 対価の支払方法が、当地払いとなっているときは官署支出官から小切手により、隔地払いとなっているときは

官署支出官からの国庫送金通知書により又は口座振込みにより支払います。

５ この買収令書の受領後から対価を受け取るまでに相続があった場合は、国庫送金通知書に指定された支払機関

に次のものを添えて支払機関に御持参ください。

(1) 被相続人の除籍謄本

(2) 対価支払請求権を相続した全員の印鑑証明書及び戸籍抄本

(3) 相続を放棄した他の人の相続放棄承認書

６ この買収令書を紛失したときは直ちにこの買収に係る農地又は採草放牧地を管轄する農業委員会又は地方農政

局長に届け出てください。

【教示】

１ この処分について不服があるときは、行政不服審査法（平成26年法律第68号）第４条の規定により、この処分

があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、農林水産大臣に審査請求書（同法第19条第２項各号

に掲げる事項（審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によ

って審査請求をする場合には、同条第４項に掲げる事項を含みます。）を記載しなければなりません。）正副２通

を提出して審査請求をすることができます。

ただし、対価の額についての不服をこの処分についての不服の理由とすることができません。

なお、審査請求書は、○○市○○町○○番地○○農政局長（沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長）を経

由して農林水産大臣に提出することもできますし、また、直接農林水産大臣に提出することもできます。

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月

以内に、国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。）、処分の取消しの訴えを提起す

ることができます。

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを

知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があ

った日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが

できなくなります。

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁

決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提

起することが認められる場合があります。

（記載要領）

１ 通知の相手方が法人である場合には、住所は主たる事務所の所在地を、所有者氏名は所有者である法人の名称

及び代表者の氏名をそれぞれ記載する。

２ 本様式中「地方農政局長」は、北海道にあっては「農林水産大臣」、沖縄県にあっては「内閣府沖縄総合事務局

長」とする。

３ 同一所有者の所有する土地のうち、担保権等のある土地に係る買収令書は、担保権等のない土地と区別して作

成し、交付する。

４ 別紙は、買収計画書の写を所有者ごとに仕分し、農地又は採草放牧地（及び附帯施設）に関する計画書を一括

して添付する。

５ 「買収によって消滅する担保権の種類及び権利者の住所氏名」欄は、法人の場合においては１と同様に記載す

る。

６ この買収令書は、所有者が知れないとき、その他買収令書の交付のできない場合においても作成する。

７ 「対価の支払額」欄及び「農地等売渡対価の未償還元金及び利子」の欄は、国等の債権債務等の金額の端数計

算に関する法律（昭和25年法律第61号）を適用した金額を記載する。

８ 「対価の支払方法」欄には、次の区分に従って記載する。

(1) 所有者に支払う場合

「当地払いによって支払う。」又は「隔地払いによって支払う。」と記載する。

(2) 供託する場合

「供託する。」と記載する。

９ 「支払額内訳」欄の「備考」欄には、「氏名」別に「当地払いによって支払う。」又は「隔地払いによって支払

う。」と記載する。

10 買収令書の交付の相手方が、未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人である場合で、相手方の保護者

（親権者、未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人）が買収令書を受け取るときは、相手方の戸籍謄本以外

に保護者であることが確認できる書類を徴収するものとする。

11 「教示」の下線の部分は、北海道の場合は記載しない。



様式例第７号の16

番 号

農地法（昭和27年法律第229号）第９条第１項の規定による買収令書の交付をするこ

とができないので、同条第２項の規定に基づき、その内容を公示する。

年 月 日

農林水産大臣

１ 買収に係る農地又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所

２ 買収に係る農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積

３ 買収に係る農地又は採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権がある場合又

は農地又は採草放牧地につき所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に

係る権利がある場合に、これらの権利の種類並びにこれらの権利を有する者の氏名又

は名称及び住所

４ 買収の期日

５ 対価

６ 対価の支払の方法（農地法第10条第２項又は第３項の規定に基づき対価を供託する

場合には、その旨）

７ その他必要な事項

（記載要領）

農地法第12条の規定により附帯施設を併せて買収する場合は、１から３までの「農

地又は採草放牧地」を「農地又は採草放牧地及び附帯施設」と読み替えの上、その内

容を記載する。



様式例第７号の17

農 地 等 対 価 算 定 調 書

(1) 農地等対価算定総括表

買収令書発 買収令書 所有者の住所氏名

行年月日 番号

土地の表示 対価算定の内訳 対価 備考

所在 地番 地目 面積 土地 竹木価格

土地価額 権利価額 必要費 （①－②－ ⑤ ④＋⑤

① ② ③ ③）＝④

（㎡） （円） （円） （円） （円） （円） （円）



(2) 各筆対価算定調書（その1）

(1) 土地の表示 (4) 土地の価額の算定

所在 地番 登記簿地目 面積（㎡） 農

業

事

(2) 買収対価 情

区分 数量又は種類 単価 価額 備考 が
（㎡） （円） （円）

類

土 ① 土地 似

② 権利 す

③ 必要費 る
地

④ = ①－②－③ 内

本 容
⑤ 竹木 ㎡

計 ④＋⑤

(3) 土地の権利関係等の概況 位
置

自作借入地別 １ 自作地 ２ 借入地 ３ その他 権利の価額 ・
形

1 地上権 2 永小作権 3 賃借権 状
耕作権 有 無 有 無 ・

権 4 使用貸借による権利 5 その他（ ）
環

耕作権以外の 1 区分地上権 2 地役権 境
有 無 有 無

利 使用収益権 3 その他（ ） 及
び

担保権等 有 無 1 先取特権 2 質権 3 抵当権 4 仮登記 5 仮処分
収

竹 木 有 無 1 土地構成物として買収 2 別途買収 3 買収せず 益
性

有 有 事業主体 1 国 2 都道府県 3 土地改良区 4 市町村等 5 個人
益 等
費 無 種 類 1 農道 2 灌漑 3 圃場 4 農用地造成 5 災害 6 その他

必要費 有 無 1 災害復旧 2 修 繕（ ）

(2) 各筆対価算定調書（その２）

評定者価額

評定者の氏名

評定者の所属・職等

近 比準地の表示
比

傍 取引価額 円 円
準

農 10a当たり取引価格 円 円
地

地 買収農地の10ａ当た 円 円
り評定価格

の
比準地の表示

取 比
取引価額 円 円

引 準
10a当たり取引価格 円 円

価 地
買収農地の10ａ当た 円 円

格 Ⅱ り評定価格

比 比準地の表示
比

準 取引価額 円 円
準

方 10a当たり取引価格 円 円
地

式 買収農地の10ａ当た 円 円
Ⅲ り評定価格

買収農地の10ａ当たりの平 円 円
均評定価格

上記評定価格の基礎は別紙「農地等価格評定調書」のとおり。

①対価算定に用いた評定 円 ②買収農地の面積 ㎡ 買収農地の価額 円
価額 ①×②＋③

③舗装等に係る築造費 （対価算定に用いた評定価格決定の根拠）
円



(2) 各筆対価算定調書（その３）

自作地 借入地
(5) 権利の価額の算定 耕作

取引 10ａ当 取引 10ａ当 権価

(a) 権利の価額 算 所在 地番 地目 面積 たり 価 所在 地番 地目 面積 たり 価 格の
価額 格 価額 格 割合

定 (㎡) (円) (円) (㎡) (円) (円) (％)
円 内 訳

権利の価額 の
耕作権の 円 耕作権以外の 円 １
価額 権利の価額 基

(b) 耕作権の価額 礎
２

権利の種類 設定年月日
耕 （
作 始期及び存 ａ
権 存続期間の定め 有 無 続期間 ～ ３
の 方
種
類 権 式
・ 利 ４、
内 の ｂ
容 内

容 方
５

式
算 ａ 近傍類似農地の自作借入地価格差比準方式
定 に
方 ｂ 近傍農地の自作借入地価格差比準方式 ６
式 共

通
10ａ当たり耕 買収農地の耕作 ７

自作地 借入地 ）
ａ 作権価格 権価格

方 採用した取 件 件 ８

式 引事例数

10ａ当たり 円 円 ９

取引価格

10ａ当た 買収農地 買収農地の 10
ｂ

自作地 借入地 り耕作権 の土地の 耕作権価額
方 平 円 円 ％

価格割合 価額
式 均

採用した取 値

引事例数
備考

(2) 各筆対価算定調書（その４）

(6) 竹木の価額

樹種 数量 単価 価額

本(㎡) (円) (円)

計

算定の基礎は「附帯施設の対価算定調書」の「第２表立木」のとおり。

(7) 必要費

支出した必要費 買収期日におけ
種類 償還時期 備考

の額 る複利現価額
(円) (円)

計

必要費の算出の基礎



農地等価格評定調書

評定年月日 (a) 比準地の位置・形状・環境・収益性等

評定者

所属職

氏名

評定価格

評定すべき農地 評定価格 (b) 取引事情

所在 地番 地目 面積（㎡） (10ａ当たり）

円
(c) 評定価格及びその評定の基礎

評定の基礎 ① 評定価格(10ａ当たり) 円

② 評定の基礎

(1) 評定すべき農地の位置・形状・環境及び収益性 (4) 比準地（Ⅲ）

所在 地番 地目 面積（㎡） 取引価額

総額 円
10ａ当 円

(2) 比準地（Ⅰ） たり

所在 地番 地目 面積（㎡） 取引価額 (a) 比準地の位置・形状・環境・収益性等

総額 円

10ａ当 円 (b) 取引事情

たり
(a) 比準地の位置・形状・環境・収益性等

(c) 評定価格及びその評定の基礎

① 評定価格(10ａ当たり) 円

② 評定の基礎

(b) 取引事情 (5) 平均評定価格

比準地（Ⅰ） 比準地（Ⅱ） 比準地 (Ⅲ）

10ａ当たり評定 円 円 円

(c) 評定価格及びその評定の基礎 価格
① 評定価格(10ａ当たり) 円 （Ⅱ） （Ⅰ） （Ⅰ）
② 評定の基礎 割合 （Ⅰ） （Ⅱ） （Ⅲ）

(3) 比準地（Ⅱ） （Ⅲ） （Ⅲ） （Ⅱ）
所在 地番 地目 面積（㎡） 取引価額 （Ⅰ） （Ⅱ） （Ⅲ）

総額 円 評定価格の合計 円 平均評定価格10ａ当 円
10ａ当 円 額 たり(評定価額）
たり



比 準 価 格 算 定 表

１ 事例地の所在及び地番等

番号 所在及び地番 取引時点 取引価格 取引の事情

１ 円

２

３

４

２ 対象地の所在及び地番

３ 価格判定の基準日 年 月 日

４ 価格の算定

事例地番号 事例地の価格 事情補正 時点修正 地域要因の比較 個別的要因の比較 比準価格

円 円

100 （ ） （ ） （ ）

１ × × × × ＝

（ ） 100 100 100

100 （ ） （ ） （ ）

２ × × × × ＝

（ ） 100 100 100

100 （ ） （ ） （ ）

３ × × × × ＝

（ ） 100 100 100

100 （ ） （ ） （ ）

４ × × × × ＝

（ ） 100 100 100

価格の査定 円



優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る

普通 普通

農道の状態 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る

普通 普通

普通 普通

土壌の状態

土壌の良否 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る

かんがいの良否 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る

排水の良否 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る

水害の危険性 普通 普通

その他の災害の危
険性

普通 普通

宅
地
化
条

件

宅地化等の影
響の程度

宅地化等の影響
やや
有る

やや
有る

行政上の規制
の程度 行政上の規制の程

度
普通 普通

行政上の助成
の程度 補助金・融資金等

による助成の程度
普通 普通

そ
の
他

その他

その他 普通 普通

（注）　本表を作成するに当たっては「土地価格比準表〔七次改訂〕（国土交通省土地・建設産業局地価調査課）」の農地
価格比準表に準じるものとする。

田地調査及び算定表

その１

地　　　　　　　域　　　　　　　要　　　　　　　因

条
件

項　　目 細　　項　　目
取引事例地Ｎｏ． の属する地域 評価対象地の属する地域

格　差 計
内　　　　　　容 内　　　　　　容

交
通
・
接
近
条
件

交通の便否

集落との接近性

最寄集落まで約　　（　　）ｍ 最寄集落まで約　（　　）ｍ

出荷的集荷地との
接近性

集落から集荷地まで約（　　）ｍ 集落から集荷地まで約（　　）ｍ

優る 劣る 優る 劣る

優る 劣る 優る 劣る

劣る

自
然
条
件

地　　勢

傾斜の方向
（　　　）向 （　　　）向

傾斜の角度
（　　　）度 （　　　）度

優る 劣る 優る 劣る

劣る

優る 劣る 優る

かんがい排水
の状態

災害の危険性 優る 劣る 優る

有る 無し 有る 無し

地域要因の比較

合　　計

行
政
的
条
件

弱い 強い 弱い 強い

優る 劣る 優る 劣る

優る 劣る 優る 劣る

交通・接近条件 自然的条件 宅地化条件 行政的条件 そ　の　他

（ ）

100

（ ）

100

（ ）

100

（ ）

100

（ ）

100

100

)(

100

)(

100

)(

100

)(

100

)(

100

)(
　　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 



その２

優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る

農道の状態 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る

日照の状
態 日照の良否 優る

やや
優る

普通
やや
劣る

劣る 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る

土壌の良否 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る

優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る

礫の多少 普通 普通

かんがいの良否 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る

排水の良否 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る

水害の危険性 普通 普通

その他の災害の危
険性

普通 普通

優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る

形　　　　状 普通 普通

障害物による障害
度

普通 普通

価格水準が低い地
域

普通
やや
劣る

劣る
相当
に

劣る

極端
に

劣る
普通

やや
劣る

劣る
相当
に

劣る

極端
に

劣る

価格水準が中位の
地域

普通
やや
劣る

劣る
相当
に

劣る

極端
に

劣る
普通

やや
劣る

劣る
相当
に

劣る

極端
に

劣る

価格水準が高い地
域

普通
やや
劣る

劣る
相当
に

劣る

極端
に

劣る
普通

やや
劣る

劣る
相当
に

劣る

極端
に

劣る

個　　　　　　　　別　　　　　　　　的　　　　　　　　要　　　　　　　　因

条
件

項　　目 細　　項　　目
取引事例地Ｎｏ．　　 評価対象地 格

 
差

計
内　　　　　　容 内　　　　　　容

交
通
・
接
近
条
件

集落との
接近の程
度及び農
道の状態

集落との接近性

最寄集落まで約　　（　　）ｍ 最寄集落まで約　　（　　）ｍ

自
然
条
件

土壌の状
態

保水の良否

保水の日数約（　　）日 保水の日数約（　　）日

優る 劣る 優る 劣る

かんがい
排水の状
態

災害の危
険性 優る 劣る 優る 劣る

優る 劣る 優る 劣る

耕耘の難
易

地　　　　積

画地の地積（　　）アール 画地の地積（　　）アール

画
地
条
件

管理の程
度

優る 劣る 優る 劣る

優る 劣る 優る 劣る

100×（）

100

（ ）

100

（ ）

100



行政上の
規制の程
度

行政上の規制の程
度

普通 普通

行政上の
助成の程
度

補助金・融資金等
の助成の程度

普通 普通

そ
の
他

その他

そ　　の　　他 普通 普通

合計

優る 劣る 優る 劣る

その他

個別的要因の比較

交通・接近条件 自然的条件 画地条件 行政的条件

行
政
的
条
件

弱い 強い 弱い 強い

優る 劣る 優る 劣る
（ ）

100

（ ）

100

100

)(

100

)(

100

)(

100

)(

100

)(

100

)(
　　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る

出荷的集荷地との
接近性

優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る

農道の状態 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る

優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る

優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る

土壌の良否 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る

排水の良否 普通 普通

災害の危険性

水害の危険性 普通 普通

宅
地
化

条
件

宅地化等の影
響の程度 宅地化等の影響

やや
有る

やや
有る

行政上の規制
の程度 行政上の規制の程

度
普通 普通

行政上の助成
の程度 補助金・融資金等

による助成の程度
普通 普通

そ
の
他

その他

その他 普通 普通

（注）　本表を作成するに当たっては「土地価格比準表〔七次改訂〕（国土交通省土地・建設産業局地価調査課）」の農地
価格比準表に準じるものとする。

畑地調査及び算定表

その１

地　　　　　　　域　　　　　　　要　　　　　　　因

条
件

項　　目 細　　項　　目
取引事例地Ｎｏ． の属する地域 評価対象地の属する地域

格　差 計
内　　　　　　容 内　　　　　　容

交
通
・
接
近
条
件

交通の便否

集落との接近性

最寄集落まで約　　（　　）ｍ 最寄集落まで約　（　　）ｍ

自
然
条
件

地　　勢

傾斜の方向

（　　　）向傾斜 （　　　）向傾斜

傾斜の角度

（　　　）度 （　　　）度

土壌の状態

優る 劣る 優る 劣る

優る 劣る 優る 劣る

行
政
的
条
件

弱い 強い 弱い 強い

有る 無し 有る 無し

合　　計

優る 劣る 優る 劣る

優る 劣る 優る 劣る

地域要因の比較

交通・接近条件 自然的条件 そ　の　他行政的条件宅地化条件

（ ）

100

（ ）

100

（ ）

100

（ ）

100

（ ）

100

100

)(

100

)(

100

)(

100

)(

100

)(

100

)(
　　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 



その２

優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る

農道の状態 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る

日照の状
態 日照の良否 優る

やや
優る

普通
やや
劣る

劣る 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る

土壌の良否 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る

礫の多少 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る

優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る

排水の良否 普通 普通

災害の危
険性 災害の危険性 普通 普通

普通 普通

優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る 優る
やや
優る

普通
やや
劣る

劣る

形状不整及び障害
物による障害の程
度

普通 普通

価格水準が低い地
域

やや
劣る

やや
劣る

価格水準が中位の
地域

やや
劣る

やや
劣る

価格水準が高い地
域

やや
劣る

やや
劣る

普通 劣る

普通 劣る

普通 劣る

普通

普通 劣る

普通 劣る

優る 劣る 優る 劣る

劣る

耕耘の難
易

地　　　　積

画地の地積（　　）アール　 画地の地積（　　）アール

優る 劣る

傾斜の角度

（　　）度 （　　）度

優る 劣る

優る 劣る 優る

画
地
条
件 管理の程

度 劣る

自
然
条
件

土壌の状
態

作土の深さ

作土層（　　）ｃｍ 作土層（　　）ｃｍ

優る 劣る 優る 劣る

交
通
・
接
近
条
件

集落との
接近の程
度及び農
道の状態

集落との接近性

最寄集落まで約　　（　　）ｍ 最寄集落まで約　　（　　）ｍ

個　　　　　　　　別　　　　　　　　的　　　　　　　　要　　　　　　　　因

条
件
別

項　　目 細　　項　　目
取引事例地Ｎｏ．　　 評価対象地 格

 
差

計
内　　　　　　容 内　　　　　　容

（ ）

100

（ ）

100

100×（）

100



（記載要領）

〔総括的事項及び農地等対価算定総括表〕
Ⅰ 総括的事項

１ 農地等対価算定調書は、買収に係る農地等の実態を関係書類及び現地調査により確認して作成する。
２ 農地等対価算定調書を作成する手順は次のとおりとする。

(1) 当該農地等の位置、形状、環境、収益性等及びその農地等の上にある権利・地上物件を明らかに
する。

(2) 「農地等価格評定調書」により必要な調査・計算等を行い、評定の結果を各筆対価算定調書（そ
の２）へ転記する。

(3) その農地等の上にある権利の価額、竹木の価額及び必要費の算定を行い、その結果を各筆対価算
定調書（その３）及び（その４）へ転記する。

(4) 各筆対価算定調書（その２）の「買収農地の価額」、各筆対価算定調書（その３）の「権利の価額」、
各筆対価算定調書（その４）の「竹木の価額」、「必要費」を各筆対価算定調書（その１）の「(2)買
収対価」欄に転記し、農地等対価算定総括表を作成する。

Ⅱ 農地等対価算定総括表
１ 「所有者の住所氏名」欄には、所有者が法人である場合、主たる事務所の所在地、法人の名称及び

代表者の氏名を記載する。
２ 「地目」欄には登記簿の地目を記載する。

〔各筆対価算定調書（その１）〕
１ 「(2)買収対価」欄について

(1) 各筆対価算定調書（その２）から（その４）までの結果を転記し、必要な計算をする。
(2) 「土地」欄の単価は、10ａ当たりの平均価格を記載する。
(3) 「権利」欄は、数量又は種類に権利の種類及び当該対象面積を記載し、「単価」欄は10ａ当たりの

価格を記載する。
(4) 「必要費」欄は、単価がない場合斜線を引く。
(5) 「竹木」欄は、数量又は種類に樹種とその数量を記載する。

２ 「(3)土地の権利関係等の概況」欄は、該当するものを○でかこむ。
３ 「(4)土地の価額の算定」欄について

位置・形状・環境・収益性等については、買収に係る農地等及びその近傍土地の地価形成上の主要
な個別的要因を記載する。したがって、具体的事案において記載すべき要因をあらかじめ定めること
は困難であるが、一応共通して考えられる個別的要因は、次のとおりである。

ア 位置………集落との接近の程度、農道の状態等
イ 形状………耕うんの難易等
ウ 環境………日照の状況、土壌の状況、かんがい排水の状態、災害の危険性等
エ 収益性……単位面積当たり収穫量等
オ 一般の取引における価格形成上の諸要素……行政上の規制の程度、宅地化等の影響の程度 等

〔各筆対価算定調書（その２）〕
１ 本調書は、評定者が作成した農地価格評定調書より転記する。
２ 「対価算定に用いた評定価額」欄は、これを求める方法として、評定者ごとの「買収農地等10ａ当

たりの平均評定価格」の値を平均して用いる場合、評定者の平均評定価格を基礎として別の評定者の
平均評定価格を修正して求める場合があるが、最終的に採用された評定価格を記載する。

３ 「対価算定に用いた評定価格決定の根拠」欄は、評定者ごとの平均評定価格から対価算定に用いた
評定価額を決定した方法及び理由を記載する。

行政上の
規制の程
度

行政上の規制の程
度

普通 普通

行政上の
助成の程
度

補助金・融資金等
の助成の程度

普通 普通

そ
の
他

その他

そ　　の　　他 普通 普通

合計

優る 劣る 優る 劣る

その他

個別的要因の比較

交通・接近条件 自然的条件 画地条件 行政的条件

行
政
的
条
件

弱い 強い 弱い 強い

優る 劣る 優る 劣る （ ）

100

（ ）

100

100

)(

100

)(

100

)(

100

)(

100

)(

100

)(
　　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 



〔各筆対価算定調書（その３）〕
１ 「(5) 権利の価額の算定」について

(1) 存続期間の定めのある耕作権は、当該耕作権の買収時の契約に係る始期及び終期の年月を記載す
る。

(2) 「権利の内容」欄は、いわゆる慣行耕作権、用途制限等の地価形成に影響する事項を記載する。
(3) 「算定方式」欄については該当するものを○でかこむ。

２ 近傍似類似農地等の自作借入地価格差比準方式について
(1) この欄は、買収に係る農地の近傍類似の農地等であって自作地であるものの最近１年間における

取引価額と買収に係る農地等の近傍類似の農地等であって買収に係る農地等における耕作権と類似
の耕作権があるものの最近１年間における取引価額との10ａ当たりの差額を求め、これに買収に係
る農地等の面積を乗じて算出する。

(2) 「算定の基礎」欄は、採用した取引事例を事例ごとに記載するが、自作地、借入地ともに買収農
地等の近傍類似地であるものを採用して記載する。なお、a方式を採用するときは「耕作権価格の割
合」を記載しなくてもよい。

３ 近傍農地の自作借入地価格差比準方式について
(1) この欄の記載に当たっては、買収に係る農地等と農業事情が類似する区域内にある農地等であっ

て買収に係る農地等の上にある耕作権と類似の耕作権があるものの最近３～５年間における10ａ当
たりの取引価格とその取引価格に係る農地等の近傍類似の自作地の10ａ当たりの取引価格との差額
を求め、当該自作地の10ａ当たりの取引価格に対する割合を、買収に係る農地等の土地の価額に乗
じて算出する。

(2) 「算定の基礎」欄の取引事例は、取引がほぼ同じ時期に行われた自作地と借入地の一対を単位と
し、一対以上を採用する。

(3) 「算定の基礎」欄の耕作権価格の割合の平均値は、上記の(2)によって採用した自作地と借入地と
の一対ごとに求めた耕作権価格の割合を集計した総数を採用した取引事例数で除して求める。

(4) 買収農地等の土地の価額は、各筆算定調書(その１)の(2)買収対価欄の土地価額を転記する。

〔各筆対価算定調書（その４）〕
１ 「必要費」の「種類」欄は、例えば○年○号台風の災害復旧、○年用水施設修理費等とその必要費

を支出した根拠と内容を記載する。
２ 特別の必要費とは、天災その他一般に予期することのできない事情に基づいて支出を要した費用で

あり、通常の必要費とは物の本来の性状を維持するための費用のうち特別の必要費以外の必要費であ
るから、農地法関係事務処理要領（平成21年12月11日付け21経営第4608号・21農振第1599号農林水産
省経営局長・農村振興局長連名通知。以下「事務処理要領」という。）別紙１の第７の３の(1)のイの(ｳ)
に定める区分により必要費を算定する。

３ 必要費に係る工事等の種類ごとにその内容、施工者及び必要費算出の基礎を記載する。

〔農地等価格評定調書〕
１ 精通者に評定を依頼する場合には、自由に評価するのでなく評定の観点、算定方法等を指示して行

うものとする。
２ 事務処理要領別紙１の第７の３の(1)のエの(ｲ)により精通者に評定を委託する場合の精通者は、不

動産の鑑定評価に関する法律（昭和38年法律第152号）第２条第３号に規定する不動産鑑定業者、銀行、
不動産の鑑定評価について信用ある法人等であること。

３ 評定すべき農地及び比準地の位置、形状、環境及び収益性等については、各筆対価算定調書(その1)
の記載要領３と同じ趣旨により記載する。

４ 各比準地は耕作目的の通常の取引と認められるものを採用する。
５ 「各比準地」欄の取引事情は、その農地等の価格に影饗を及ぼす取引事情を記載する。
６ 評定価格及びその評定の基礎については、事務処理要領別紙１の第７の３の(1)のアを参照して記載

する。
７ 比準価格算定表により求められた各事例地の比準価格等を基礎として、本調書を作成する。

〔比準価格算定表（田地、畑地調査及び算定表）〕
１ 本表は、農業委員会等の協力を得て、現地調査により作成する。
２ 本表を作成するに当たっては「土地価格比準表〔七次改訂〕（国土交通省土地・建設産業局地価調査

課）」に準じるとともに、土地価格比準表中、農地価格比準表を参考とする。
３ 本表において、高度化施設用地等に係る比較を行う場合には、「土壌の良否」、「礫の多少」、「作

土の深さ」については、記載不要とする。



様式例第７号の18

令第19条第２項第１号による算定調書

ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

粗収入 農業経営費 純収益 還元利回り 収益価格

ａ－ｂ ｃ÷ｄ

（記載要領）

10ａ当たり金額で計算を行い、収益価格の欄の金額に算定対象面積を乗じて対価算定をする。

様式例第７号の19

令第19条第２項第２号による算定

素地価格 土地改良又は 算定価格

取得価格 事情補正 時点修正 個別要因補正 地域格差補正 標準化した素地 保全等の工事 ａ＋ｂ

価格 ａ 費等 ｂ

（記載要領）

10ａ当たり金額で計算を行い、算定価格の欄の金額に算定対象面積を乗じて対価算定をする。

様式例第７号の20

令第19条第２項第３号による算定調書

算定対象土地の固 算定対象土地の近 算定対象土地の近 固定資産税評価額 修正率 算定価格

定資産税評価額 傍の土地の固定資 傍の土地の価額 の比率による価額

ａ 産税評価額 ｂ Ｂ

Ｂ
ａ×

ｂ

（記載要領）

１ 本算定方法の採用に当たっては、算定対象土地の価額と固定資産税評価額が比例することを確認する。

２ 近傍の土地として農地を採用する場合は、農地の取引が追加的地片取引のため売買価格の割高分を修正

する（修正率：100分の55）。



様式例第７号の20の２

令第19条第２項第３号による算定調書

算定対象土地の 倍率ｃ 算定価格

固定資産税評価額ａ ａ×ｃ

（記載要領）

・ 倍率とは、買収すべき土地の所在する地域における「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」（国税庁）

の「固定資産税評価額に乗ずる倍率等」に記載の当該土地の地目の倍率をいう。



様式例第７号の21

附帯施設の対価算定調書

第１表 土地（農地・採草放牧地以外）

整理 買収土地の表示 固定資産税 令第19条の算定 修正率 算定価格 備考

番号 所在 地番 地目 面積 評価額 ａ 方法例による額 r

Ｂ 55
ａ× ×

㎡ 円 ｂ 100 円

（付属１）買収土地の近傍の農地の価額及び固定資産税評価額一覧

農地の表示 農地の評価額 固定資産税評価額

所在 地番 地目 面積 Ｂ ｂ Ｂ 55
×

ｂ 100

㎡ 円 円

（付属２）修正率算定

買収土地の近傍の買収土地と同一地目の土地 買収土地の近傍の農地 修正率

調査（評価）固定資産税 取引価額（評 調査（評価） 固定資産税 取引価額（評 p

番号 評価額 a 価額） Ａ A 番号 評価額 b 価額） Ｂ B 55 r
× q

a ｂ 100
円 円 円 円

Ａ Ｂ 55
の平均値ｐ × の平均値ｑ

ａ ｂ 100

（付属３） 取引事例調査一覧表

調査 所在 地番 地目 面積 取引年 取引の 取引価額 固定資産税

番号 月日 目的 評価額

㎡ 円 円

（付属４）民間精通者の評価一覧表

評価 所在 地番 地目 面積 評価年 １ ２ ３ 評価額平均

番号 月日 評価者 評価額 評価者 評価額 評価者 評価額

所属氏名 所属氏名 所属氏名



第２表 立木

整理 立木の所在 樹種 市場価格があり 市場価格があり 市場価格がない 算定合計

番号 伐期到達 伐期未到達

所在 番号 数量 単価 価額 数量 単価 価格 数量 単価 価格 数量 価格

円 円 円 円 円 円 円

第３表 工作物

整理 工作物の 工作物 推定再 耐用年数 経過年数 築造費又は取 算定価額

番号 所在 の種類 築造費 得費のうち所
ｍ－ｎ

所在 地番 （Ｐ） （ｍ） （ｎ） 有者が負担し Ｐ Ｑ
ｍ

た分の割合

（Ｑ） 円

第４表 権利の価額

整理 権利の存する土地の 権利の 権利 の 契 約 残 存 権利の価額 権利の価額の算出

番号 表示 種類 内容 期間 期間 基礎

所在 地番 地目 面積

㎡ 円 円

（記載要領）

１ 第１表について

(1) 買収土地の条件が異なるため買収土地の近傍農地を２以上設定した場合は、付属１から４までについ

て設定数に応じて作成する。

(2) 買収土地の近傍の農地の評価額の算定基礎となった資料を別紙として添付する。

(3) 取引価額については、売買契約書、代金領収書、聴取等を基礎に記載する。

２ 第２表について

立木の種類が果樹その他これに類するものにあっては、「市場価格があり伐期到達」欄に収益樹の算定結

果を記載し、「市場価格がない」欄に未収益樹の算定結果を記載する。


